
（別添）第２期岩倉市行政経営プラン行動計画に基づく令和元年度実績及び令和２年度計画について

H30 R1 R2

実施 実施 実施

10日/
年以上

年度目標

10日/
年以上

10日/
年以上

行政改革推進本部会議にお
ける指示事項

・所属毎に休暇取得
状況を分析し、休暇
の取得が少ない所属
に対して休暇取得促
進を図るための取組
を検討すること。
・部下の管理という
観点から、管理職に
対し、部下職員の休
暇取得をさせるため
の実効的な取組につ
いて検討すること。
・管理職とそれ以外
の職員の休暇取得状
況について分析する
こと。
・週休日の振替や祝
日の勤務が多い所属
において、休暇が十
分に取得できるよ
う、検討すること。

行政経営プラン推進委員会
からの意見

・休暇取得ができて
いる課、できない課
が偏在している。休
暇が取得できるよ
う、組織風土を変え
るための根本的な対
策が必要である。
・休暇を取得させる
ためには、管理職の
姿勢を正さなければ
解決されないと思わ
れるので、部下の休
暇取得状況を勤務評
定に反映させる等、
管理職をターゲット
にした取組が必要で
ある。
・管理職とそれ以外
の職員の休暇取得状
況を比較し、分析し
てほしい。
・振替休日が発生す
る課においても有給
休暇が取れるよう、
努力すべきである。
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行政需要等
に応じた組
織・機構の
構築

取組内容所管課

　地方分権の進展や新たな行
政課題に的確かつ柔軟に対応
し、効率的な行政サービスを
継続していくことのできる組
織運営と市民にわかりやすい
組織づくりを行う。
　また、必要に応じて組織や
機構の枠を超えたプロジェク
トチームなどを編成し、戦略
的かつ弾力的に課題解決に取
り組む。

秘書企画課

効果見込

年次有給休
暇等の取得
促進

秘書企画課

　職務に専念しながら、職員
が安心して結婚、出産、子育
て、介護ができる「働きやす
い職場環境」づくりが図られ
る。

※年度目標…職員１人当たり
の年次有給休暇平均取得日数
10日／年以上

　年次有給休暇等の取得につ
いて、次世代育成支援対策推
進法に基づき策定した市特定
事業主行動計画に規定する取
組（年次有給休暇の取得促
進・連続休暇等の取得促進・
子どもの看護のための特別休
暇の取得促進等）を推進す
る。

取組業務№
行政経営プ
ランの位置

づけ

　職員の適性や能力等を反映
した職員配置と柔軟な組織体
制を構築することにより、効
果的・効率的な行政運営を行
うことができるとともに、市
民サービスの向上が図られ
る。

令和元年度の計画

・組織・機構の見
直しによる効果を
検証し、必要に応
じて組織・機構の
あり方を検討して
いく。
・第5次総合計画策
定に向けて設置し
た若手職員プロ
ジェクトチームに
おいて、総合計画
の策定作業に関わ
りながら、施策や
事業の提案に関
わっていく。

・引き続き、ワー
ク・ライフ・バラ
ンスの必要性の周
知に努めるととも
に、連続休暇等の
取得促進を図る。
・休暇制度の資料
を作成し周知に努
める。

令和元年度の実績
（実施内容）

令和元年度の実施効果 令和２年度の計画

①多様化する行政課題に
対応できる連携した組織
体制を整備するととも
に、行政組織のスリム化
を図るため、令和2年4月1
日から市民部を廃止し、
市民部に属していた市民
窓口課を健康・医療の一
体化を図るため健康福祉
部へ、環境保全課を空
家・空地など都市課題の
推進を図るため建設部
へ、税務課を歳入と歳出
の連携を図るため総務部
へ異動させる組織・機構
の見直しを実施すること
とした。
②若手職員プロジェクト
チームには、10人の意欲
ある若手職員が参加し、
第5次総合計画の策定にあ
たり、本市のこれからの
まちづくりを検討するた
めに設置した市民まちづ
くり会議等に参加した。

①組織・機構の見直し
に伴い、令和2年4月1日
から決裁規程を見直
し、部長から課長への
権限委譲を行い、行政
運営の迅速化を図りつ
つ、適格な決裁権者を
設定することができる
ようにした。
②若手職員プロジェク
トチームの成果とし
て、総合計画の策定過
程における市民参加の
機会に積極的に関わ
り、市民とともに市の
課題について検討し、
施策や事業の提案を
行った。

・組織・機構の見直し
による効果を検証し、
よりよい組織・機構と
なるよう検討してい
く。
・引き続き、第5次総合
計画策定に向けて設置
した若手職員プロジェ
クトチームにおいて、
総合計画の策定作業に
関わりながら、施策や
事業の提案に関わって
いく。

①年次有給休暇の取得
率向上に向けて、「記
念日休暇」の取組を推
進した。
②市特定事業主行動計
画の改定を行い、ワー
ク・ライフ・バランス
の推進について、年次
有給休暇等の計画表を
所属ごとに作成する等
の新たな取組を規定し
た。
③職員向けに「育児、
介護との両立支援ハン
ドブック」を作成し、
周知を行った。
④休暇取得が少ない職
場や土日祝日の勤務が
多い職場の所属長を対
象にヒアリングを実施
し、所属職員の取得状
況を定期的に把握さ
せ、取得日数が少ない
職員への積極的な取得
の働きかけについて依
頼した。
⑤管理職とそれ以外の
職員の休暇取得状況の
分析を行ったが、休暇
の取得状況に相関関係
はみられなかった。

①②④⑤年次有給休暇
の平均取得日数は前年
度を下回った。
※令和元年度職員１人
当たりの年次有給休暇
平均取得日数：8.53日
（対前年比：0.34日
減）
③「育児、介護との両
立ハンドブック」を作
成したことにより、育
児制度や介護制度に関
する休暇等について、
職員に対し分かりやす
く周知することができ
た。

・市特定事業主行動計
画（令和2年度から令和
6年度）に規定する休暇
取得促進の取組（年次
有給休暇の取得促進・
連続休暇の取得促進・
子どもの看護のための
特別休暇の取得促進）
について、推進してい
く。
・休暇の申請等に関
し、電子申請による方
法で行うことができる
よう、システムの構築
を研究する。

行政経営プラン推進委員会委員からの意見

・業務に大きな変動がない状況での組織
改正については、必要性に疑問がある。
組織改正の効果を適正に検証し、報告し
てほしい。
・組織改正を行っても、業務量の総量が
変わらなければ意味がないのではない
か。
・リスクマネジメントとして、業務量に
応じて他部署からの応援を行う仕組みを
汎用的に整備することが必要である。

・前年に比べても平均取得日数がむしろ
減っている。また、課によってのばらつ
きも大きい。根本的な対策をしないとこ
のまま平均取得目標は達成できないので
はないか。例えば、目標・評価管理制度
の一環で、本人や部下の有給休暇の取得
計画を設定させ、その目標の達成度を人
事評価の一部にいれることや、取得進捗
状況の途中報告行っても良いのではない
か。
・有給休暇の取得が取得者本人任せに
なってはいないか。
・年度目標の設定値が同一であり、段階
的な取り組みが設定できなくなっている
ので、改善すべきである。
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H30 R1 R2

年度目標
行政改革推進本部会議にお

ける指示事項
行政経営プラン推進委員会

からの意見
取組内容所管課 効果見込取組業務№

行政経営プ
ランの位置

づけ
令和元年度の計画

令和元年度の実績
（実施内容）

令和元年度の実施効果 令和２年度の計画 行政経営プラン推進委員会委員からの意見

　時間外勤務手当の縮減、職
員の健康保持及び仕事と家庭
との調和が図られる。

※年度目標…職員１人当たり
の時間外勤務時間数　94時間
／年以下

94時間
/年以
下

94時間
/年以
下

94時間
/年以
下

　市人材育成基本方針に基づ
き、日々の仕事を通じて職員
を育てる職場環境の構築、職
員の能力や資質を伸ばす職員
研修の実施、職員の意欲を高
め、身に付けた知識や能力を
生かす人事管理に取り組む。

実施　やりがいを持って職務に取
り組むことにより、職員の成
長や組織の総合力の向上が見
込まれる。

・所属毎に時間外勤
務状況を分析し、時
間外勤務の多い所属
に対して、集中的に
時間外勤務縮減の取
組を検討すること。

・時間外勤務の多い
課、少ない課が偏在
している。残業時間
を縮減するために、
組織風土を変えるた
めの根本的な対策が
必要である。

①
組
織
の
最
適
化
と
働
き
や
す
い
職
場
環
境
づ
く
り

人材育成基
本方針の推
進

時間外勤務
の縮減

秘書企画課

⑴
人
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の
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率
的
な
組
織
運
営
の
推
進

②
人
材
育
成
の
推
進

3

4

秘書企画課

　ノー残業デー及び育児の日
の推進、管理職員の業務マネ
ジメントの推進、時間管理の
手法などを取得する研修を実
施する。また所属ごとにミー
ティングや朝礼を実施し、業
務の確認・調整を行い、業務
効率をあげるためのスケ
ジュール管理に取り組む。

実施 実施

・ワーク・ライ
フ・バランスの必
要性の周知に努め
るとともに、毎週
水曜日の「ノー残
業デー」の取組や
時間外勤務の事前
申請・命令の徹底
を図る。
・管理職職員に対
し、特定の職員に
時間外勤務が集中
しないような業務
配分に努めるとと
もに、個人ではな
く組織で仕事を行
うよう、周知に努
めていく。
・幅広い職員が受
講できるよう「タ
イムマネジメント
研修」を実施して
いく。
・時差出勤制及び
フレックスタイム
制について、県内
自治体の調査結果
を踏まえ、導入に
向け研究をしてい
く。

・人材育成基本方
針に掲げている取
組について、推進
をしていく。
・平成31年度研修
計画、職員提案制
度などを基に、職
員一人ひとりの意
識改革やスキル
アップに取り組ん
でいく。
・第5次総合計画策
定に向けて設置し
た若手職員プロ
ジェクトチームに
おいて、総合計画
の策定作業に関わ
りながら、施策や
事業の提案に関
わっていく。

①時間外勤務の縮減のた
め、従来から実施してい
る毎週水曜日の「ノー残
業デー」や毎月19日の
「育児の日」を推進し
た。また、愛知県が実施
している「あいち・ワー
ク・ライフ・バランス推
進運動2019」に賛同し、
「愛知県内一斉ノー残業
デー（11月20日）」にお
ける定時退庁を促した。
②毎週水曜日の「ノー残
業デー」の徹底のため、
実施日の午後5時30分に庁
内放送を行い、午後6時ま
での一斉退庁を促した。
③毎年実施している「タ
イムマネジメント研修」
の対象職員を主査級以下
から主幹級以下の職員へ
拡大し、時間管理能力の
養成に努めた。
④所属毎に時間外勤務状
況を把握し、分析を行っ
た。
⑤時間外勤務の多い所属
については、所属長にヒ
アリングを実施し、時間
外勤務縮減のための意識
啓発等を行うとともに、
特定の職員に時間外勤務
が集中しないように配慮
を呼びかけた。
⑥新型コロナウイルス感
染症の拡大防止のため、
通常の勤務時間から前後
１時間ずつずらした時差
出勤を実施し、勧奨を
行った。

①②③④⑤⑥時間外勤
務の縮減につながる取
組により、時間外勤務
の縮減に努めた結果、
職員1人当たりの時間外
勤務時間数を縮減する
ことができた。
⑤時間外勤務が多い部
署の所属長を対象にヒ
アリングを実施し、時
間外勤務縮減のための
意識啓発を行った結
果、全所属中19所属で
職員１人当たりの時間
外勤務時間数を縮減す
ることができた。

※令和元年度職員1人当
たりの時間外勤務時間
数　96時間（対前年度
比：4時間減）

・市特定事業主行動計
画に規定する時間外勤
務の縮減の取組（育児
を行う職員の時間外勤
務の制限等の周知徹
底・一斉定時退庁日等
の徹底・働き方の改
革）を推進していく。
・管理職職員が、特定
の職員に時間外勤務が
集中しないよう、業務
配分に配慮するよう管
理職に呼びかける。
・幅広い職員が受講で
きるよう「タイムマネ
ジメント研修」を実施
していく。
・時差出勤について、
時間外勤務の縮減にも
資すると考えられるこ
とから、令和2年度も引
き続き実施していく。

①人材育成基本方針に
基づき、平成31年度職
員研修計画を作成し、
市独自研修の実施
（1,461人受講）、及び
研修機関が実施する研
修に職員を派遣し（128
人受講）、延べ1,589人
の職員が研修を受講し
た。受講後は受講報告
書やアンケート等の提
出により、研修効果を
測定した。
②職員提案制度は、43
件の提案があった。
③若手職員プロジェク
トチームには、10人の
意欲ある若手職員が参
加し、市民まちづくり
会議等に参加した。

①研修等の実施によ
り、職員の意識改革、
スキルアップに繋がっ
た。市独自研修では、
92％の受講者から「大
変有意義であった」又
は、「有意義であっ
た」と回答があった。
②職員提案制度の実施
により、自ら課題を発
掘し、解決していく職
員の育成に繋がった。

・人材育成基本方針に
掲げている取組につい
て、推進をしていく。
・令和2年度研修計画、
職員提案制度などを基
に、職員一人ひとりの
意識改革やスキルアッ
プに取り組んでいく。

・大幅な時間外削減は進んでいないよう
に見受けられる。今年度はコロナ禍もあ
り、時差出勤などを実施していることも
あるので、業務内容によってリモート
ワークやWEB会議の実施などで、時間外
勤務時間数の削減を行う工夫が必要なの
ではないか。

・資格取得への顕彰等を行う取組が必要
なのではないか。
・民間企業が活用している経営ノウハウ
や改善策を取り入れてはどうか。
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H30 R1 R2

年度目標
行政改革推進本部会議にお

ける指示事項
行政経営プラン推進委員会

からの意見
取組内容所管課 効果見込取組業務№

行政経営プ
ランの位置

づけ
令和元年度の計画

令和元年度の実績
（実施内容）

令和元年度の実施効果 令和２年度の計画 行政経営プラン推進委員会委員からの意見

10人
（38件）

実施

12人
（44件）

13人
(49件)

⑴
人
材
の
育
成
と
効
率
的
な
組
織
運
営
の
推
進

実施 実施

・市民の安全・安心
や、職員の休暇取得
のために、人員の充
実に取組んでほし
い。

　救急業務の高度化に対応す
る専門性の高い職員を育成
し、それに続く後進の目標と
なる等の波及効果を創出する
ことにより、救命率向上にも
つながる。
目標：運用救急救命士数（延
べ認定資格数）。

　再任用職員・嘱託職員・
パート職員の任用・雇用及び
高度な専門知識を持った人材
の育成・採用をするととも
に、職員の適性や能力等を反
映した職員配置、市民ニーズ
や業務量に見合った職員数の
管理に努める。

救急業務の
高度化

消防本部総
務課

6

職員数の最
適化

②
人
材
育
成
の
推
進

5

秘書企画課

③
職
員
数
の
適
正
化

　救急救命士の新規養成、処
置拡大等研修受講、指導者の
養成に取り組む。

※救急救命士の認定資格
包括下除細動、気管挿管、薬
剤投与、処置拡大（心肺機能
停止前の静脈路確保と輸液、
血糖測定と低血糖発作症例へ
のブドウ糖溶液の投与）、薬
剤投与指導者、指導救命士
他

　最適な職員配置や職員数の
管理を行うことにより、効果
的・効率的な行政運営を行う
ことができる。

・救急救命士の養
成1人、認定資格6
件（包括下除細動2
件、気管挿管1件、
薬剤投与1件、処置
拡大1件、薬剤投与
指導者1件）を取得
させるよう努め
る。

・所属長から令和2
年度職員配置要望
書を提出させ、各
課の業務量にあっ
た職員数を算定
し、必要数を確保
していく。
・引き続き、再任
用制度を積極的に
活用し、知識と経
験を有する人材を
確保し、人的資源
の有効活用を図っ
ていく。
・令和2年度から導
入される会計年度
任用職員制度につ
いて、例規整備や
制度周知等、必要
となる準備を的確
に行っていく。

①救急救命士養成研修
に1人を派遣し、また、
救急救命士に対し、認
定資格取得のための講
習等を受講及び受験さ
せた結果、薬剤投与指
導者を含む6件の認定資
格を取得した。
②救急救命士の資格を
持つ職員が1人退職し
た。

①②2人の救急救命士の
運用を開始し、運用救
急救命士は、12人体制
となり、延べ認定資格
数は44件となった。

・救急救命士の養成1
人、認定資格6件（包括
下除細動2件、薬剤投与
2件、処置拡大1件、薬
剤投与指導者1件）を取
得させる。

①令和元年5月に令和2
年4月の各課の職員数
（正規職員、嘱託職員
など）について、所属
長の要望に基づきヒア
リングを実施し、令和2
年4月1日の正規の職員
数を383人とし、採用試
験を実施した。
②4人の定年退職者のう
ち、新たに3人（事務職
1人、保健師1人、保育
職1人）を令和2年4月1
日に再任用職員として
任用することとした。
③令和2年度から導入さ
れる会計年度任用職員
制度について、各職種
の報酬額や勤務条件等
を検討し、関連条例や
規則等を整備した。
④令和2年度の会計年度
任用職員の任用と効果
的な配置を行うため、
所属長等とヒアリング
を行った。
⑤職務に対する適性、
職場環境に対する意
見、提案、異動希望等
を申告する自己申告制
度について、全ての職
員から自己申告書の提
出を受けた。

①採用試験を実施した
効果として、令和2年4
月1日に正規職員を4人
採用することができた
が、職員数は379人とな
り、定員にはなお4人が
不足している。
②再任用制度を積極的
に活用し、様々な職種
において、知識と経験
を有する人材を確保す
ることができた。
③④会計年度任用職員
については、所属長等
のヒアリングにより、
任用の必要性や勤務形
態を決定することがで
きた。
⑤自己申告書を全ての
正規職員から提出させ
たことにより、職員の
適性や能力等を反映し
た配置を行うことがで
きた。

・所属長から令和3年度
職員配置要望書を提出
させ、各課の業務量に
あった職員数を算定
し、必要数を確保して
いく。
・引き続き、再任用制
度を活用し、人的資源
の有効活用を図ってい
くとともに、任期付職
員制度等の多様な制度
についての検討を行っ
ていく。
・会計年度任用職員制
度については、適切に
運用を行っていく。
・引き続き、自己申告
制度を実施し、適切な
職員配置を行う。

・救急救命士の人数について再考してほ
しい。
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H30 R1 R2

年度目標
行政改革推進本部会議にお

ける指示事項
行政経営プラン推進委員会

からの意見
取組内容所管課 効果見込取組業務№

行政経営プ
ランの位置

づけ
令和元年度の計画

令和元年度の実績
（実施内容）

令和元年度の実施効果 令和２年度の計画 行政経営プラン推進委員会委員からの意見

99.72 ％
（現年度
分）

99.40 ％
（うち普
通徴収
分）

⑵
持
続
可
能
な
財
政
基
盤
の
確
立

99.72 ％
（現年度
分）

99.40 ％
（うち普
通徴収
分）

・滞納者に対して、
組織横断的に対応す
る方法がないか、研
究すること。

・個人情報保護等の
問題はあるが、滞納
者に関する情報を収
納関係部署で共有で
きるような仕組を検
討してほしい。
・不納欠損を少なく
する努力をしてほし
い。

市民窓口課7

後期高齢者
医療保険料
の収納率の
向上

①
歳
入
確
保
の
強
化

　安定的な後期高齢者医療制
度の運営と負担の公平性を確
保するため、効果的な収納対
策に取り組む。
　新たな滞納者の発生を防ぐ
ため、高齢者に配慮した通知
をするとともに電話や訪問に
より納付を促す。また、納付
忘れを防ぐため、口座振替を
勧奨する。

99.72 ％
（現年度
分）

99.40 ％
（うち普
通徴収
分）

　分かりやすく伝えることに
より納付に繋げ、収納率の向
上を図る。また口座振替を勧
奨することにより、納め忘れ
や初期未納を防ぎ、新たな滞
納者の発生を抑制する。

収納率目標（現年度分）
　令和2年度　99.72 ％、
99.40 ％（うち普通徴収分）

※平成29年度　99.72％、
99.40％（うち普通徴収分）

・督促状送付時
に、納付を促す分
かりやすい文書を
同封する。
・初期未納対策を
重点的な取組とし
て、督促状送付後
に電話催告を行う
ことなどこれまで
の取組を継続して
いく。
・滞納者には、定
期的に納付相談を
実施し納付を促
す。
・制度加入時や納
付書発送時に口座
振替依頼書を同封
するとともに、口
座振替受付サービ
スを周知し、口座
振替を勧奨する。
・5月、9月、12月
に徴収強化月間を
設け、電話催告や
戸別訪問による徴
収業務に取り組
む。
・納付相談や滞納
処分に活用する財
産調査や高額療養
費支給の一時差止
などの収納対策を
状況に応じて積極
的に実施する。
・収納率向上推進
委員会（令和元年
度から名称変更）
において収納率向
上手法の検討を行
う等、連携を図
る。

①督促状送付時に、納
付を促す分かりやすい
文書を同封した。
②初期未納者へ督促状
発送時に電話催告する
など早期対応をし、新
たな滞納者が発生しな
いように努めた。ま
た、滞納者には納付相
談を実施するとともに
納付誓約どおりの納付
がない滞納者には電話
催告するなど継続した
取組を行った。
③制度加入時や納付書
発送時に口座振替依頼
書を同封するととも
に、口座振替受付サー
ビスを周知し、口座振
替の勧奨に努め、令和
元年度の口座振替登録
359件のうち、登録件数
の44.6％（対前年度
比：16.2ﾎﾟｲﾝﾄ増）の
160件が口座振替受付
サービスの利用となっ
た。
④5月、9月、12月を徴
収強化月間と定め、催
告書発送者を対象に電
話催告や戸別訪問によ
る徴収業務に取り組
み、119件（対前年度
比：18件増）645,100円
（対前年度比：208,900
円減）を徴収した。
⑤収納率向上推進委員
会を２回開催し、収納
率向上手法の検討を及
び、連携手法について
協議した。

・収納率
現年度分99.62%（目標
率99.72%に対し、0.1ﾎﾟ
ｲﾝﾄ下回る）
普通徴収分99.12%
（目標率99.40%に対
し、0.28ﾎﾟｲﾝﾄ下回る）
⑤収納率向上推進委員
会の実施効果について
は、別紙「『第2期岩倉
市行政経営プラン行動
計画の令和元年度実績
報告及び令和2年度計画
の評価結果報告書』に
おける指摘事項に対す
る回答」を参照。

・初期未納対策を重点
的な取組として、督促
状送付後に電話催告を
行うことなどこれまで
の取組を粘り強く継続
していく。
・督促状送付時に、納
付を促す分かりやすい
文書を同封する。
・滞納者には、定期的
に納付相談を実施し納
付を促す。
・制度加入時や納付書
発送時に口座振替依頼
書を同封するととも
に、口座振替受付サー
ビスを周知し、口座振
替を勧奨する。
・5月、9月、12月に徴
収強化月間を設け、電
話催告や戸別訪問によ
る徴収業務に取り組
む。
・納付相談や滞納処分
に活用する財産調査や
高額療養費支給の一時
差止などの収納対策を
状況に応じて積極的に
実施する。
・収納率向上推進委員
会において収納率向上
手法の検討を行う等、
連携を図る。

・目標に達しなかった場合は、その理由
を分析し、記載してほしい。
・滞納者の類型や、人数等によって滞納
状況を分析することも必要である。
・滞納した場合のデメリットをについて
丁寧に説明することも必要である。
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H30 R1 R2

年度目標
行政改革推進本部会議にお

ける指示事項
行政経営プラン推進委員会

からの意見
取組内容所管課 効果見込取組業務№

行政経営プ
ランの位置

づけ
令和元年度の計画

令和元年度の実績
（実施内容）

令和元年度の実施効果 令和２年度の計画 行政経営プラン推進委員会委員からの意見

（市税）
現年

99.20％
滞繰

24.30％
（国保）
現年

91.50％
滞繰

23.48％

（市税）
現年

99.30％
滞繰

24.50％
（国保）

現年
92.00％
滞繰

23.50％

・滞納者に対して、
組織横断的に対応す
る方法がないか、研
究すること。

①
歳
入
確
保
の
強
化

（市税）
現年

99.25％
滞繰

24.40％
（国保）
現年

91.75％
滞繰

23.49％

・個人情報保護等の
問題はあるが、滞納
者に関する情報を収
納関係部署で共有で
きるような仕組みを
検討してほしい。
・不納欠損を少なく
する努力をしてほし
い。

市税の収納
率の向上

税務課8

⑵
持
続
可
能
な
財
政
基
盤
の
確
立

　安定的な税収を確保するた
めに、現年の普通徴収課税分
は、口座振替納付を推進す
る。
　滞納者には財産調査を徹底
し、担税能力がありながら納
付がない場合は、早期の滞納
処分を実施するとともに、動
産等を差押えた場合はイン
ターネット公売を利用して効
率的な換価を実施する。

　歳入確保への取組を実施し
ながら、県内の平均収納率を
目標に収納率の向上を図る。

収納率目標
　令和2年度　市税99.30％
　滞納繰越分24.50％
　国保92.00％
  滞納繰越分23.50％

※平成27年度　市税99.07％
  滞納繰越分23.97％
　国保90.97％
  滞納繰越分23.42％
　平成27年度（県内平均）
　市税99.35％
  滞納繰越分28.12％
　国保93.66％
  滞納繰越分21.40％

・自主的な納付が
されない滞納者に
対し、財産調査を
行い、差押えを執
行する。また、イ
ンターネット公売
等も利用し、財産
処分を行う等取組
を強化する。
・納税者の利便性
の向上を図るた
め、口座振替受付
サービスのイラス
トを納税通知書に
掲載し、利用を増
加させる。
・休日納付窓口に
より、平日来庁で
きない方の納税機
会を拡大するとと
もに、納税相談を
実施する。
・収納率向上推進
委員会において収
納率向上手法の検
討を行う等、連携
を図る。

①滞納者に対し、地区
ごとに担当者を割り当
て、戸別訪問や財産調
査を行い、262件の差押
えを実施した。また、
差押した自動車１台を
インターネット公売に
より、38,500円で売却
した。
②口座振替受付サービ
スのイラストを令和元
年度納税通知書の封筒
に掲載して周知に努め
た。新規に口座振替を
登録した1,390件のう
ち、登録件数の34.3％
（前年度と同率）の477
件が口座振替受付サー
ビスの利用であった。
③毎月第3日曜日に休日
納付窓口を開設し、納
付の利便を図り、
2,455,100円の納付が
あった。また、納付相
談は30件であった。
④収納率向上推進委員
会を2回開催し、収納率
向上手法の検討及び、
連携手法について協議
した。

【市税】
・現年分99.19％
（目標率99.25％に対
し、0.06ポイント下回
る）
・滞納繰越分24.59％
（目標率24.40％に対
し、0.19ポイント上回
る）
【国民健康保険税】
・現年分91.65％
（目標率91.75%に対
し、0.1ポイント下回
る）
・滞納繰越分20.01％
（目標率23.49％に対
し、3.48ポイント下回
る）
④収納率向上推進委員
会の実施効果について
は、別紙「『第2期岩倉
市行政経営プラン行動
計画の令和元年度実績
報告及び令和2年度計画
の評価結果報告書』に
おける指摘事項に対す
る回答」を参照。

・自主的な納付がされ
ない滞納者に対し、財
産調査を行い、差押え
を執行する。また、イ
ンターネット公売等も
利用し、財産処分を行
う等取組を強化する。
・居所不明者に対し、
居住実態調査を行い、
職権消除等の整理をす
る。
・納税者の利便性の向
上を図るため、口座振
替受付サービスのイラ
ストを納税通知書に掲
載し、利用を増加させ
る。
・休日納付窓口によ
り、平日来庁できない
人の納税機会を拡大す
るとともに、納税相談
を実施する。
・収納率向上推進委員
会を開催し、収納率向
上手法の検討を行う
等、連携を図る。

・目標に達しなかった場合は、その理由
を分析し、記載してほしい。
・滞納者の類型や、人数等によって滞納
状況を分析することも必要である。
・滞納した場合のデメリットをについて
丁寧に説明することも必要である。
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H30 R1 R2

年度目標
行政改革推進本部会議にお

ける指示事項
行政経営プラン推進委員会

からの意見
取組内容所管課 効果見込取組業務№

行政経営プ
ランの位置

づけ
令和元年度の計画

令和元年度の実績
（実施内容）

令和元年度の実施効果 令和２年度の計画 行政経営プラン推進委員会委員からの意見

99.10％
（現年度
分）

90.00％
（うち普
通徴収
分）

99.15％
（現年度
分）

90.50％
（うち普
通徴収
分）

99.20％
（現年度

分）
91.00％
（うち普
通徴収
分）

・滞納者に対して、
組織横断的に対応す
る方法がないか、研
究すること。

・個人情報保護等の
問題はあるが、滞納
者に関する情報を収
納関係部署で共有で
きるような仕組みを
検討してほしい。
・不納欠損を少なく
する努力をしてほし
い。

長寿介護課

　現年分の未納額発生を抑え
ることで累積滞納額の拡大を
抑制するとともに過年度分の
徴収に努めて徴収額の向上を
目指す。

収納率目標（現年度分）
　令和2年度  99.20％、
91.00％（うち普通徴収分）

※平成27年度 98.95％、
過去5年間の平均：99.02％、
88.69％（うち普通徴収分）
過去５年間の平均：90.27％

平成26年度（県内平均）
99.08％、90.26％（うち普通
徴収分）

⑵
持
続
可
能
な
財
政
基
盤
の
確
立

①
歳
入
確
保
の
強
化

9

介護保険料
の収納率の
向上

　安定的な介護保険事業の運
営と保険制度としての負担と
給付の公平性を確保するた
め、介護保険料の滞納者に対
し、督促状の送付や電話催告
により納付を求める。また、
臨戸訪問による徴収を実施す
る。
　口座振替による納付を促
し、新規滞納の抑制を図る。
　滞納により、介護サービス
利用時に制限が生じる旨の説
明を行い、納付に理解を求め
る。

・文書による毎期
ごとの督促のほ
か、電話で督促を
行い新規滞納の抑
制を図る。
・年2回の一斉徴収
に併せ、夜間徴収
も実施する。
　また、一斉徴収
の翌月に面談でき
なかった人へ再度
電話催促を実施す
る。
・滞納により、介
護サービスの制限
が生じる旨、説明
を十分に行う。
・滞納者の状況に
よっては、分納誓
約書の提出を求め
る。
・転出者に対して
は、転出手続を行
う際に、保険料の
納付状況を確認
し、未納分の保険
料の徴収に努め
る。
・保険料の未納に
伴う給付制限につ
いて、一斉徴収前
に未納者に対して
送付する通知文書
や督促状に記載す
る。
・収納率向上推進
委員会において収
納率向上手法の検
討を行う等、連携
を図る。

①文書による毎期ごとの
督促のほか、4月と10月の
各2週間を一斉徴収期間と
して、日中及び夜間徴収
を実施した。
　また、一斉徴収で面談
できなかった人には電話
催告を実施した。
　一斉徴収では、職員に
よる戸別訪問を実施し、
滞納が続く場合による給
付制限の説明を行った
他、滞納者の状況によっ
ては、分納誓約書の提出
を求めるなどし、収納に
努めた。
②滞納による給付制限実
施対象者は6人。
③一斉徴収実績
4月：訪問103件（面談44
件、納付8件、119,800円
徴収）
10月：訪問75件（面談32
件、納付9件、185,400円
徴収）
その他の月：徴収を担当
する職員による訪問徴収
を15件実施し、4件の完納
があった。
④保険料の未納に伴う給
付制限について、一斉徴
収前に未納者に対して送
付する通知文書や督促状
に記載し、納付意識の向
上に努めた。
⑤転出者に対して、転出
手続を行う際に、保険料
の納付状況を確認し、未
納がある人についてはそ
の場で納付勧奨を行い未
納分の保険料の徴収に努
めた。
⑥令和元年度の口座振替
登録363件のうち、登録件
数の20.7％（対前年度
比：5.8ﾎﾟｲﾝﾄ増）の75件
が口座振替受付サービス
の利用となり、登録手続
の簡素化が図られた。
⑦収納率向上推進委員会
を２回開催し、収納率向
上手法の検討及び、連携
手法について協議した。

・収納率
現年度分：99.05%（目
標率99.15％に対し、
0.1ﾎﾟｲﾝﾄ下回る）
　うち普通徴収分：
88.48％（目標率
90.50％に対し、2.02ﾎﾟ
ｲﾝﾄ下回る）
⑦収納率向上推進委員
会の実施効果について
は、別紙「『第2期岩倉
市行政経営プラン行動
計画の令和元年度実績
報告及び令和2年度計画
の評価結果報告書』に
おける指摘事項に対す
る回答」を参照。

・文書による毎期ごと
の督促のほか、電話で
催促を行い新規滞納の
抑制を図る。
・年2回の一斉徴収に併
せ、夜間徴収も実施す
る。
　また、一斉徴収の翌
月に面談できなかった
人へ再度電話催促を実
施する。
・滞納により、介護
サービスの制限が生じ
る旨、説明を十分に行
う。
・滞納者の状況によっ
ては、分納誓約書の提
出を求める。
・転出者に対しては、
転出手続を行う際に、
保険料の納付状況を確
認し、未納分の保険料
を徴収する。
・保険料の未納に伴う
給付制限について、一
斉徴収前に未納者に対
して送付する通知文書
や督促状に記載する。
・収納率向上推進委員
会において収納率向上
手法の検討を行う等、
連携を図る。

・目標に達しなかった場合は、その理由
を分析し、記載してほしい。
・滞納者の類型や、人数等によって滞納
状況を分析することも必要である。
・滞納した場合のデメリットをについて
丁寧に説明することも必要である。
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H30 R1 R2

年度目標
行政改革推進本部会議にお

ける指示事項
行政経営プラン推進委員会

からの意見
取組内容所管課 効果見込取組業務№

行政経営プ
ランの位置

づけ
令和元年度の計画

令和元年度の実績
（実施内容）

令和元年度の実施効果 令和２年度の計画 行政経営プラン推進委員会委員からの意見

⑵
持
続
可
能
な
財
政
基
盤
の
確
立

①
歳
入
確
保
の
強
化

99.93%

99.96% 99.96% 99.96%

保育料の収
納率の向上

給食費の収
納率の向上

子育て支援
課

99.93% 99.93% ・滞納者に対して、
組織横断的に対応す
る方法がないか、研
究すること。

・滞納者に対して、
組織横断的に対応す
る方法がないか、研
究すること。

・個人情報保護等の
問題はあるが、滞納
者に関する情報を収
納関係部署で共有で
きるような仕組みを
検討してほしい。
・不納欠損を少なく
する努力をしてほし
い。

・個人情報保護等の
問題はあるが、滞納
者に関する情報を収
納関係部署で共有で
きるような仕組みを
検討してほしい。
・不納欠損を少なく
する努力をしてほし
い。

　園児在園中に保育料が納付
されるよう、子育て支援課と
保育園が連携して滞納状況の
説明など督促を実施する。
  滞納者の世帯状況等を把握
し支払能力に応じて、分納誓
約書の提出を求める。

学校教育課

11

10

　早期に未納額の発生を抑え
ることで収納率の向上を図
る。

収納率目標（現年度分）
　平成28年度～令和2年度ま
での各年度　99.96%

※平成27年度　99.78%

　県内の平均収納率は
99.67％であり、前回の行政
経営プラン行動計画の目標を
達成しているため、平成27年
度の収納率を維持することを
目標とする。

収納率目標（現年度分）
　平成28年度～令和2年度ま
での各年度　99.93％

※平成27年度 99.93％、過去
5年間の平均は99.81%

　学校と連携し、未納額を増
加させないように早期から通
知や面談を実施する。
　中学校を卒業した未納保護
者には電話催告や催告通知を
発送するとともに、個別面談
の実施を図るなど徴収に努め
る。

・在校生の未納に
対し学校と連携を
密にするととも
に、特に卒業間近
の未納がある保護
者に在籍中に納付
を促すことや、児
童手当による納付
の申出書の提出を
依頼する。
・平成30年度以前
の中学校卒業者や
市外転居者に対し
未納通知送付、電
話での納付依頼を
行う。
・収納率向上推進
委員会において収
納率向上手法の検
討を行う等、連携
を図る。

・園児が卒園する
前に保育料が納付
されるよう保育グ
ループ職員と園長
とで日常的に情報
交換を行い、連携
して未納者に対し
督促・説明を行い
収納率の向上に努
める。
・市外へ転出した
場合であっても継
続して納付勧奨や
戸別訪問を行う。
・滞納分の保育料
について児童手当
からの徴収の申請
の積極的な勧奨を
行う。
・収納率向上推進
委員会において収
納率向上手法の検
討を行う等、連携
を図る。

①学校と連携し、卒業
間近の未納保護者に納
付相談を実施した。ま
た、児童手当による納
付の申出書の提出を依
頼し、給食費19件（12
人、291,680円）を徴収
した。
②平成30年度以前の市
外転出者に対しては、9
月と3月に未納通知を送
付するとともに、電話
での納付依頼を行った
が、納付につなげるこ
とができなかった。
③収納率向上推進委員
会を２回開催し、収納
率向上手法の検討及
び、連携手法について
協議した。

・収納率現年度分
99.79％（目標率
99.93％に対し、0.14ﾎﾟ
ｲﾝﾄ下回る）
⑤収納率向上推進委員
会の実施効果について
は、別紙「『第2期岩倉
市行政経営プラン行動
計画の令和元年度実績
報告及び令和2年度計画
の評価結果報告書』に
おける指摘事項に対す
る回答」を参照。

・在校生の未納に対し
学校と連携を密にする
とともに、特に卒業間
近の未納がある保護者
に在籍中に納付を促す
ことや、児童手当によ
る納付の申出書の提出
を依頼する。
・令和元年度以前の中
学校卒業者や市外転出
者に対し未納通知を送
付し、電話での納付依
頼を行う。
・収納率向上推進委員
会において収納率向上
手法の検討を行う等、
連携を図る。

①納付期限後に督促状
を送付し、5月と11月に
催告書を送付した。
②各保育園長が随時、
保護者に対する納付勧
奨に努めた。
③5月と12月に戸別訪問
を実施し、必要に応じ
て分納誓約書の提出を
求めた。
④戸別訪問実績
5月　訪問9件（約束3件
児童手当から徴収の同
意1件）
12月　訪問8件（納付3
件　10,350円　約束2件
児童手当から徴収の同
意3件）
⑤児童手当から徴収4件
215,400円
⑥収納率向上推進委員
会を２回開催し、収納
率向上手法の検討及
び、連携手法について
協議した。

・収納率
現年度分　99.80％
（目標率99.96％に対
し、0.16ﾎﾟｲﾝﾄ下回る）
⑥収納率向上推進委員
会の実施効果について
は、別紙「『第2期岩倉
市行政経営プラン行動
計画の令和元年度実績
報告及び令和2年度計画
の評価結果報告書』に
おける指摘事項に対す
る回答」を参照。

・園児が卒園する前に
保育料が納付されるよ
う保育グループ職員と
園長とで日常的に情報
交換を行い、連携して
未納者に対し督促・説
明を行い早期の納付を
勧奨する。
・市外へ転出した場合
であっても継続して納
付勧奨や戸別訪問を行
う。
・滞納分の保育料につ
いて児童手当からの徴
収の申請の積極的な勧
奨を行う。
・収納率向上推進委員
会において収納率向上
手法の検討を行う等、
連携を図る。

・目標に達しなかった場合は、その理由
を分析し、記載してほしい。
・滞納者の類型や、人数等によって滞納
状況を分析することも必要である。
・滞納した場合のデメリットをについて
丁寧に説明することも必要である。

・目標に達しなかった場合は、その理由
を分析し、記載してほしい。
・滞納者の類型や、人数等によって滞納
状況を分析することも必要である。
・滞納した場合のデメリットをについて
丁寧に説明することも必要である。
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H30 R1 R2

年度目標
行政改革推進本部会議にお

ける指示事項
行政経営プラン推進委員会

からの意見
取組内容所管課 効果見込取組業務№

行政経営プ
ランの位置

づけ
令和元年度の計画

令和元年度の実績
（実施内容）

令和元年度の実施効果 令和２年度の計画 行政経営プラン推進委員会委員からの意見

100.00% 100.00% 100.00%

13

検討 実施 実施

⑵
持
続
可
能
な
財
政
基
盤
の
確
立

使用料、手
数料等の適
正化

・使用料等の見直し
について継続的に研
究すること。

　早期に未納額の発生を抑え
ることで収納率の向上を図
る。

収納率目標（現年度分）
　平成28年度～令和2年度ま
での各年度　100.0%

※平成27年度　100.0%

・滞納者に対して、
組織横断的に対応す
る方法がないか、研
究すること。

・個人情報保護等の
問題はあるが、滞納
者に関する情報を収
納関係部署で共有で
きるような仕組みを
検討してほしい。
・不納欠損を少なく
する努力をしてほし
い。

子育て支援
課

12

①
歳
入
確
保
の
強
化

　受益者負担の適正化が図ら
れる。

　子育て支援課と放課後児童
クラブが連携し収納率100％
を維持する。また、滞納者に
ついては、世帯状況等を把握
しながら支払能力に応じ分納
誓約書の提出を求める。

放課後児童
健全育成手
数料の収納
率の向上

行政課

　必要な行政サービスをその
受益に応じた適正な費用負担
によって持続的に提供できる
ようにするため、サービス提
供に係る経費とのバランスを
考慮し、応能割と応益割の考
え方により、使用料、手数料
等の適正化を図る。令和元年
10月からの消費税増税の転嫁
を含め、見直しを行ってい
く。

・コスト計算の結果
を生かす機会の到来
に備えて将来的に活
用できるようにして
おいてほしい。

・児童の在籍中に
放課後児童健全育
成手数料が納付さ
れるよう引き続き
未納者に対し督
促・説明を行い収
納率の向上に努め
る。
・市外へ転出した
場合であっても継
続して納付勧奨や
戸別訪問を行う。
・夏休みや冬休み
等の学校の長期休
業日のみの利用者
についても口座振
替を実施する。
・収納率向上推進
委員会において収
納率向上手法の検
討を行う等、連携
を図る。

・再検討の結果を
もとに方針を決定
する。

①納付期限後に督促状
を送付した。
②各児童館職員から送
迎の際など、随時、保
護者に対して納付の勧
奨に努めた。
③夏休み以降の長期休
業日のみの利用者につ
いて、口座振替を実施
した。
④収納率向上推進委員
会を２回開催し、収納
率向上手法の検討及
び、連携手法について
協議した。

・収納率
現年度分　100.00％
④収納率向上推進委員
会の実施効果について
は、別紙「『第2期岩倉
市行政経営プラン行動
計画の令和元年度実績
報告及び令和2年度計画
の評価結果報告書』に
おける指摘事項に対す
る回答」を参照。

・児童の在籍中に放課
後児童健全育成手数料
が納付されるよう引き
続き未納者に対し督
促・説明を行い早期の
納付を勧奨する。
・市外へ転出した場合
であっても継続して納
付勧奨や戸別訪問を行
う。
・市外へ転出予定で納
付書対応者の場合は、
転出前に納付が完了で
きるように対処する。
・夏休み等の学校の長
期休業日のみの利用者
についても口座振替を
実施する。
・収納率向上推進委員
会において収納率向上
手法の検討を行う等、
連携を図る。

①消費税率の引上げに
伴う令和2年4月からの
施設使用料等の料金改
定に向けて改正条例が
議決された。市民周知
については、各施設へ
の掲示をはじめ、広報
紙（12、3、4月号）や
ホームページ、施設予
約システム等を活用し
た。

①これまで改定してこ
なかった施設使用料等
について、消費税相当
分の値上げを実施でき
た。

・使用料等の見直しに
よる利用者数の推移を
調査し、影響を検証す
る。

・目標に達しなかった場合は、その理由
を分析し、記載してほしい。
・滞納者の類型や、人数等によって滞納
状況を分析することも必要である。
・滞納した場合のデメリットをについて
丁寧に説明することも必要である。
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H30 R1 R2

年度目標
行政改革推進本部会議にお

ける指示事項
行政経営プラン推進委員会

からの意見
取組内容所管課 効果見込取組業務№

行政経営プ
ランの位置

づけ
令和元年度の計画

令和元年度の実績
（実施内容）

令和元年度の実施効果 令和２年度の計画 行政経営プラン推進委員会委員からの意見

14

検討 検討 実施

36,919
千円

36,919
千円

36,919
千円

実施 実施 実施

・クレジットカード
収納の実施は、収納
率の向上策ではな
く、納税者の利便性
の向上であるので、
費用対効果を見極め
て導入を検討してほ
しい。

　ふるさといわくら応援寄附
金制度本来の趣旨を理解した
上で、地元の特産品等や岩倉
市を全国にＰＲする絶好の機
会と捉え、お礼の品を幅広く
発掘するとともに、岩倉市の
ふるさといわくら応援寄附金
制度、お礼の品を積極的にＰ
Ｒし、寄附金を確保する。

15

16

②
積
極
的
な
財
源
確
保

①
歳
入
確
保
の
強
化

⑵
持
続
可
能
な
財
政
基
盤
の
確
立

　土地開発基金保有土地は、
現に公共用に供しているも
の、将来的に利用予定がある
もの、事業用に供した残地な
ど性質が異なっている。性質
ごとに取扱いの方針を定める
ことで、処分又は適正な管理
を図ることができる。

税務課

　幅広いお礼の品の発掘、積
極的なＰＲにより、全国に岩
倉市及び特産品をＰＲするこ
とができ、地域産業の振興に
つながる。また、多くの岩倉
市への応援の気持ちと寄附金
を確保することができる。
目標額：
平成30年度～令和2年度まで
の各年度 36,919千円

（積算根拠）平成29年度寄附
金額（歳入）－平成29年度寄
附金謝礼等支出額（歳出）

ふるさとい
わくら応援
寄附金の積
極的な推進

クレジット
カード収納
の実施

　市税の新たな納付方法とし
て、自宅でも納付できるクレ
ジットカード収納を導入し、
納税者の利便性の向上を図
る。

土地開発基
金保有土地
の適正化

　クレジットカード収納は、
納税通知書があればパソコン
や携帯端末（スマートフォン
を含む。）などインターネッ
トで手続ができるため、場所
を問わず納付できるメリット
がある。カード利用時にはポ
イントがたまり、また、手元
に現金がなくても納付が可能
であることと、支払いをリボ
払いにすれば自分で分割納付
を設定することができるなど
納税者の利便性が向上する。

秘書企画課

行政課

・引き続き、近隣
市の実施状況と利
用状況を調査し、
費用対効果を検証
する。
・スマートフォン
を活用したキャッ
シュレス決済など
も併せて検討す
る。

・引き続き、体験
型プログラムの検
討などお礼の品を
追加していくとと
もに積極的にＰＲ
し、ガバメントク
ラウドファンディ
ング等を含めた新
たな寄附方法を検
討して寄附金を確
保する。

・土地開発基金で
保有している土地
の管理又は処分の
方針を定める。

　土地開発基金保有土地につ
いて、その性質ごとに区分
し、区分ごとの取扱いの方針
を定めることで、適正な管理
を図る。

①近隣市の実施状況を
調査した結果、利用者
率については、見込み
を下回る結果となって
るとの回答だった。ま
た、クレジット収納の
導入により、収納率が
向上しているという結
果には至っていないと
の回答であり、クレ
ジット収納の需要の有
無については、継続し
て情報収集が必要と
なった。
②コンビニ収納の委託
業者とスマートフォン
を活用したキャッシュ
レス決済の導入につい
て協議した。

②スマートフォンを活
用したキャッシュレス
決済について、他の自
治体の導入状況やシス
テムの改修費用等の情
報を取得することがで
きた。

・クレジットカード収
納については、費用対
効果を見極めるため、
近隣市の状況などの情
報収集を継続する。
・スマートフォンによ
るキャッシュレス決済
は、納税者が金融機関
の窓口やコンビニエン
スストアの店頭に出向
く必要がなく、自宅か
ら納付することができ
る。人と人との接触抑
制効果があり、新型コ
ロナウイルス感染症対
策として有効であるこ
と、また、導入費用が
比較的抑えられること
から、導入を検討す
る。

①お礼の品を随時追加
し、令和元年度当初の
72種類から、体験型を
含む97種類とした。ま
た、岩倉市の魅力がつ
まったお土産開発を目
的としたガバメントク
ラウドファンディング
を実施した。
　加えて、新たな利用
サイトの導入を検討す
るとともに、転出者へ
パンフレットを配布す
るなど寄附金確保に努
めた。

①お礼の品の追加など
の効果もあり、目標金
額を上回る実績を残す
ことができた。
目標金額：36,919,000
円
実績：
129,141,912円（歳入）
-53,050,654円（歳出）
＝76,091,258円
参考：R1市民税影響額
△80,577,785円

・引き続き、寄附者の
ニーズに沿ったお礼の
品を追加していくとと
もに積極的にＰＲし、
寄附金を確保する。

①野寄地区の農地に関
する今後の方針を定
め、活用から売却へ方
針を転換した。

①野寄地区の農地３筆
について売り払うため
の入札要領及び入札申
込書を定め、入札申込
みを開始した。

・野寄地区の農地３筆
の売り払いについて入
札及び契約を実施す
る。
・野寄地区以外の土地
開発基金で保有してい
る土地の管理又は処分
の方針を定める。

・毎年、積極的に推進していくのであれ
ば、年度目標は３年間同じではなく、
徐々に上げていくべきではないか。
・年度実績が大幅に増減した場合、数値
目標も随時変更すべきではないか。
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H30 R1 R2

年度目標
行政改革推進本部会議にお

ける指示事項
行政経営プラン推進委員会

からの意見
取組内容所管課 効果見込取組業務№

行政経営プ
ランの位置

づけ
令和元年度の計画

令和元年度の実績
（実施内容）

令和元年度の実施効果 令和２年度の計画 行政経営プラン推進委員会委員からの意見

　公共施設の空きスペースを
効率的に活用することで、新
たな財源の確保につながる。

研究 実施 実施

検討 実施 実施

・財源確保に向けた
取組を行うに当たっ
て、広告掲載の需要
があるかどうかの調
査を行うこと。

公共施設の
活用による
財源確保

新たな企業
誘致による
市税収入の
増

17

②
積
極
的
な
財
源
確
保

18

⑵
持
続
可
能
な
財
政
基
盤
の
確
立

　これまで実施している広告
付き電子掲示板や広告付き案
内地図の設置、自動販売機の
入札のほか、公共施設の空き
スペースを活用した財源確保
策を検討する。

　将来的に企業の進出による
税収増につながる。

企業立地推
進室

　安定した税収の確保と新た
な雇用の創出を図るため、工
場等新設・増設奨励金制度及
び雇用促進奨励金制度を積極
的に周知する。
　工業系土地開発事業による
企業誘致を目指している川井
町・野寄町地区において愛知
県企業庁と共同し事業の実現
に向けて検討する。

・広告を募集する際
には、商工会や経営
者に情報交換やアン
ケートをすることも
必要である。

・公共施設を活用
した財源確保につ
いて研究する。

・引き続き「企業
立地の促進等に関
する条例」を市の
広報や、ホーム
ページ、愛知県の
ハンドブックへの
掲載等により周知
を図る。また、開
発関係や建築の部
署と連携し情報収
集に努め、相談の
あった事業者に対
して条例の奨励措
置の周知を図って
いく。
・川井野寄地区で
の企業誘致につい
ては、企業庁と共
同で円滑な事業実
施と誘致する企業
の募集を行ってい
く。

行政課

①公共施設への広告の
掲載に関して、市内事
業者へ聞取りを行っ
た。
②１階市民窓口課にお
いて受付用に設置して
いる発券機の更新費用
を抑制するため、電子
掲示板等の更新と併せ
て広告付き発券機の導
入ができないか調査を
行った。

①公共施設への広告の
掲載については、市内
事業者の一部は前向き
に捉えていることが分
かった。
②更新に係る費用を広
告事業者の負担としな
がら、現状とほぼ同等
の機能を有する発券機
へ更新できることが分
かった。

・公共施設を活用した
財源確保について、引
き続き検討する。
・広告付電子掲示板等
の更新と併せて、広告
付発券機を導入する。

①市のホームページ、
窓口に配置したチラシ
や愛知県のハンドブッ
クへの掲載等により条
例の奨励措置制度につ
いて周知を図った。ま
た、愛知県主催の産業
立地セミナーにおい
て、岩倉市のブースを
設置し、奨励措置につ
いてＰＲした。
②企業誘致について
は、企業庁が４月に事
業決定し、市では地区
計画の都市計画決定に
向けて関係機関との協
議を進め、10月に告示
をした。

①窓口で奨励措置制度
を説明した市外の企業
が、この制度を活用し
認定を受け操業開始に
至ったことにより、１
社を市内に呼び込むこ
とができた。来年度も
１社認定予定であり、
将来的な税収増につな
がったと考える。
②企業誘致について
は、企業庁が事業決定
したことにより、企業
の進出による税収の増
加に一歩前進したと考
える。

・引き続き「企業立地
の促進等に関する条
例」を市の広報紙や、
ホームページ、愛知県
のハンドブックへの掲
載等により周知を図
る。また、開発関係や
建築の部署と連携し情
報収集に努め、相談の
あった企業に対して条
例の奨励措置の周知を
図っていく。
・企業誘致について
は、造成工事に着手
し、それと並行して企
業庁と共同で誘致企業
の決定に向けて事務を
進めていく。
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H30 R1 R2

年度目標
行政改革推進本部会議にお

ける指示事項
行政経営プラン推進委員会

からの意見
取組内容所管課 効果見込取組業務№

行政経営プ
ランの位置

づけ
令和元年度の計画

令和元年度の実績
（実施内容）

令和元年度の実施効果 令和２年度の計画 行政経営プラン推進委員会委員からの意見

　適正かつ厳格な予算執行が
期待できる。

実施 実施 実施

2,648
千円

2,648
千円

2,648
千円

　予算編成時に削減を行うこ
とにより新たな事業費を生み
出すことができる。

実施 実施 実施

実施 実施 実施　財政状況の公表により、市
民等にその状況を正しく、広
く認識してもらうことで、市
民の信頼を深められ、市政へ
の直接関与とともに、施策の
可否や改善提案といった市政
への間接参画の促進効果が期
待できる。行政課

経常経費の
削減

会計課

④
財
政
情
報
の
公
表
と
財
政
健
全
化
へ
の
取
組

将来にも責
任ある計画
的な予算編
成

広報・ホー
ムページ等
の活用によ
る財政情報
の提供

支給物品等
の消耗品購
入費の削減

③
歳
出
の
効
率
化

19

20

22

⑵
持
続
可
能
な
財
政
基
盤
の
確
立

21

　各課からの予算要求につい
ては、施策評価等の結果が反
映されているかを確認すると
ともに、市民意向と費用対効
果を検討する。また、資産・
債務・費用等の的確な把握と
管理を行うことで、現在だけ
でなく将来にも責任ある計画
的な予算を編成する。

　予算編成時に、経常経費
（旅費、需用費、役務費
等）、市単独事業委託料、そ
の他事務事業の見直しを行う
ことにより経費の削減に努め
る。

　広報紙、ホームページに掲
載している予算の概要、決算
状況、財務書類４表、財政健
全化判断比率等を図、表、用
語解説等を付記し、より分か
りやすいものとしていく。

・支給物品の所属
別要求数の集計結
果等を周知する。
職員のコスト意識
喚起を継続する。

―

　支給物品等の消耗品は、全
職員が使用するものであるた
め、全体の中で各所属が使用
している件数と費用を庁内に
周知して全職員のコスト意識
を高めることにより、消耗品
購入費が削減できる。
　特に内部会議資料のコピー
で、再利用（裏面利用）を行
うことは、資源保護にもつな
がる。
　目標：再生紙使用実績額
　積算根拠：平成29年度実績
の5％減

行政課

　所属別の要求数と費用をと
りまとめて通知するなど、会
計課から職員がコスト意識を
高めるよう情報発信を行い、
支給物品等の消耗品購入費の
削減を図る。

・「財政状況の公
表に関する条例」
に基づき、財政状
況を公表するうえ
で、より分かりや
すくを念頭に置き
ながら公表すると
ともに、財務書類4
表についても適切
に作成を進めてい
く。

・関連事業の統
合、集中実施や共
同実施の考えのも
と適正な予算編成
とする。
・施策評価等の予
算反映について、
予算査定等で確認
していく。

①予算編成について
は、経常経費の削減目
標を掲げ、実施計画を
基本に積み上げ、施策
評価等の予算反映の確
認を含めて予算査定を
実施した。
②債務負担行為を活用
し、年度内の舗装等工
事の平準化や複数年に
わたる契約額の適正化
に努め、公共施設にお
ける空調機器の賃貸借
や保守点検等におい
て、リース調達や入札
の共同実施を行った。
③11月には、緊急時な
どの予算流用について
の「予算流用の手引」
を作成した。

・事務の統一化を図り
適正かつ厳格な予算執
行に努めることができ
た。

・様々な財政指標の推
移を注視するととも
に、リース調達や入札
の共同実施が可能な事
業を研究していく。

①支給物品の要求数が
多いときは、担当課の
職員に必要性を確認し
た。
②支給物品の所属別要
求数の集計結果に職員
１人当たりの使用金額
を加えて周知すること
で、職員のコスト意識
を喚起し、経費の削減
につながるようにし
た。

①②令和元年度支給物
品要求実績額は
625,407円（職員1人当
たり2,574円）で、前年
度と比較して3,113円
（職員1人当たり13円）
増加した。
・令和元年度再生紙使
用実績額は
2,681,392円（対前年度
比：3,271円減（平成29
年度比：3.8%減））と
したが、目標には達し
なかった。

・支給物品の所属別要
求数及び再生紙の使用
実績の集計結果等を周
知し、職員のコスト意
識喚起を継続する。

・令和元年度予算編成
方針等に係る削減
事務事業の見直し：408
万円

①財政状況の公表につ
いては、決算報告、総
合計画に沿った事業報
告、健全化判断比率の
報告、固定資産台帳や
財務書類などの各種資
料について、見やす
く、分かりやすくを念
頭に置きながら、広報
紙やホームページに掲
載した。

①広報紙、ホームペー
ジを活用し、市民等に
分かりやすく周知する
ことができた。

・他市の財政状況の公
表内容について研究
し、引き続き分かりや
すさを念頭に置いて公
表する。

・原則紙は使用しない方針を示す等、
ペーパーレスに向けた取組が必要ではな
いか。
・ペーパーレスの利便性を周知すること
が導入に必要なのではないか。

・数値目標の設定を検討してほしい。

・財政情報の周知については、予算全体
は簡単に説明し、決算については予算か
ら乖離したものを取り上げて記載した方
が分かりやすいのではないか。
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H30 R1 R2

年度目標
行政改革推進本部会議にお

ける指示事項
行政経営プラン推進委員会

からの意見
取組内容所管課 効果見込取組業務№

行政経営プ
ランの位置

づけ
令和元年度の計画

令和元年度の実績
（実施内容）

令和元年度の実施効果 令和２年度の計画 行政経営プラン推進委員会委員からの意見

１億円
削減

１億円
削減

１億円
削減

98.89%
（水道料
金）

98.46%
(下水道
使用料）

98.93%
（水道料
金）

98.50%
(下水道
使用料）

98.97%
（水道料

金）
98.54%
(下水道
使用料）

市債残高の
削減

⑤
上
水
道
及
び
下
水
道
事
業
の
健
全
経
営

・滞納者に対して、
組織横断的に対応す
る方法がないか、研
究すること。

④
財
政
情
報
の
公
表
と
財
政
健
全
化
へ
の

取
組

　市債（一般会計）残高の削
減：４億円

　毎年度の市債発行額が、元
金償還額を上回らないように
することで市債残高が削減
し、将来の世代への負担が軽
減されるとともに財政健全化
へ寄与することができる。

　コンビニ収納や閉栓時の現
地精算等の収納サービス向上
に取り組むことで収納率の向
上を図る。

収納率目標（現年度分）
　令和2年度 98.97%（水道料
金） 98.54%(下水道使用料）
　前年度対比で0.04ポイント
の上昇を目標とする。

※平成27年度　98.77％（水
道料金）、98.34％（下水道
使用料）

　市債残高を削減していくた
めに、毎年度の市債発行額が
元金償還額を上回らないよう
な財政運営をしていく。な
お、市債（一般会計）残高の
削減目標値を５年前(平成23
年度）の水準に戻すために４
億円とする。

上下水道課24

23

⑵
持
続
可
能
な
財
政
基
盤
の
確
立

・令和2年度の予算
編成において、市
債発行額が元金償
還額を上回らない
ようにする。

・個人情報保護等の
問題はあるが、滞納
者に関する情報を収
納関係部署で共有で
きるような仕組みを
検討してほしい。
・不納欠損を少なく
する努力をしてほし
い。

上水道事業
の健全経営

行政課

　水道料金及び下水道使用料
の徴収業務は、平成20年度か
ら民間委託により効率化・合
理化・運営体制の強化などで
経営改善を図ってきた。ま
た、生活スタイルの変化によ
り料金支払方法が多様化する
等の利用者ニーズへの対応
と、きめ細かなサービスの充
実で収納率を向上させて財政
基盤の強化を進める。

・収納率向上のた
め委託業者との打
合せを行い、夜
間・休日訪問によ
る徴収や閉栓時の
現地精算を実施す
る等、未収金が出
ないよう効果的な
対策に取り組む。
・収納率向上推進
委員会において収
納率向上手法の検
討を行う等、連携
を図る。

・令和2年度の予算編成
では、市債発行額（10
億2,860万円）が、元金
償還額（11億4,186万5
千円）を上回らないよ
うにした。

市債実残高：
11,657,428千円

・令和2年度の予算編成
における、市債残高が1
億1,326万5千円減少し
たが、小中学校のエア
コンの設置等、臨時的
な支出があり、市債実
残高は2,150千円の減少
に留まった。

・令和3年度の予算編成
において、市債発行額
が元金償還額を上回ら
ないようにする。

①収納率向上のため委
託業者と月に1回打合せ
を実施するとともに、
納付約束が履行されな
い滞納者への対応につ
いても随時打合せを実
施した。
②収納率向上の取組と
して、未納者への電話
催告、夜間・休日訪問
徴収の実施、1期分から
の未納者に対する早期
対応の取組を行った。
③閉栓の届出がされず
に転出した未納者への
対応として市民窓口課
に85件分の照会を行っ
た結果、21件の転出先
が判明し、その内の9件
分、16,690円について
未納分を回収した。
④不納欠損額を減らす
取組として、債務承認
による手続を実施した
結果,未納分243,480円
の時効が更新された。
⑤収納率向上推進委員
会に参加し、収納率向
上手法の検討及び、連
携手法について協議し
た。

【水道料金】
現年度分　97.88％（目
標率98.93％に対し、
1.05ポイント下回る）
【下水道使用料】
現年度　98.05％（目標
率98.50％に対し、0.45
ポイント下回る）（公
営企業会計に移行し、
出納閉鎖期間がなく
なったため、4月～1月
調定に対する3月までの
収納額で算定。）
⑤収納率向上推進委員
会の実施効果について
は、別紙「『第2期岩倉
市行政経営プラン行動
計画の令和元年度実績
報告及び令和2年度計画
の評価結果報告書』に
おける指摘事項に対す
る回答」を参照。

・収納率向上のため委
託業者との打合せを行
い、夜間・休日訪問に
よる徴収や現地精算を
実施する等、未収金が
出ないよう効果的な対
策に取り組む。
・市民窓口課への転出
先照会を引き続き行
い、未納のまま転出し
た使用者への対応を強
化する。
・外国人の未納者に対
し、英語又はポルトガ
ル語による料金催告の
案内文を送付する。
・経営の基本計画であ
る「経営戦略」を策定
する。
・収納率対策会議に参
加し、収納率向上手法
の検討を行う等、連携
を図る。

・目標に達しなかった場合は、その理由
を分析し、記載してほしい。
・滞納者の類型や、人数等によって滞納
状況を分析することも必要である。
・滞納した場合のデメリットをについて
丁寧に説明することも必要である。
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H30 R1 R2

年度目標
行政改革推進本部会議にお

ける指示事項
行政経営プラン推進委員会

からの意見
取組内容所管課 効果見込取組業務№

行政経営プ
ランの位置

づけ
令和元年度の計画

令和元年度の実績
（実施内容）

令和元年度の実施効果 令和２年度の計画 行政経営プラン推進委員会委員からの意見

例規整
備・会計
システム
導入等

実施 実施

実施 実施 実施⑶
質
の
高
い
行
政
経
営
の
推
進

①3市2町共同で開催の
手話奉仕員養成講座が
犬山市で実施され、岩
倉市から3人が受講し、
全員修了した。
②手話通訳者を目指す
人に対してスキルアッ
プ講座を開催し、岩倉
市から7人が受講し、全
員修了した。
③人権研修会や敬老会
などの市の行事に要約
筆記者を配置した。
④市内の手話ボラン
ティアサークルに依頼
し、職員向けの手話講
座を開催し、29人が受
講した。
また、6月号の広報紙か
ら毎月簡単な手話を掲
載している。
⑤「ライトサロン」が
自主的に行った岩倉駅
周辺の歩行障がいに関
する改善活動（階段手
摺の延長、歩行障がい
となっているポールの
撤去、地下道に出店す
る際の配置、支柱の緩
衝材設置など）に対し
て、他課への連絡や名
古屋鉄道への働きかけ
などのコーディネート
業務を行った。
⑥視覚障がい者のため
に「広報いわくら音声
版（CD)」を作成した。
⑦岩倉市社会福祉協議
会の協力の下、市内の
要約筆記サークルに対
し、パソコンなどのICT
技術を使った要約筆記
について状況を聴取す
る。

②スキルアップ講座を
受講した手話奉仕員が
行事の手話通訳で活動
できるようになった。
③要約筆記の配置によ
り、中途難聴障がい者
や加齢性難聴者の社会
参加促進につなげるこ
とができた。
④市役所におけるコ
ミュニケーション支援
の充実に向けて、簡単
なあいさつによる手話
ができる職員を増やす
ことができた。
⑤岩倉駅周辺の歩行障
がいに対して、「ライ
トサロン」の提言を基
に名古屋鉄道や行政が
対応し、視覚障がい者
が安全に歩行できるよ
う支援が行われた。
⑦要約筆記サークル活
動の状況を聴取したと
ころ、要約筆記におい
て、パソコン等を活用
することについて消極
的であることが分かっ
た。

・幅広い年代の手話奉
仕員育成を目指し、今
年度も引き続き3市2町
共同で手話奉仕員養成
講座を開催する。
・手話通訳者を目指す
人に対し、スキルアッ
プ講座を開催する。
・市の行事に要約筆記
者を配置し、中途難聴
障がい者や高齢者の社
会参加促進につなげ
る。
・様々なところに手話
ができる人を増やし、
手話が必要な人にも生
活しやすいようにする
ためのコミュニケー
ション支援の充実に向
けて、職員向けに行っ
ていた手話講座を市民
にも参加してもらえる
よう開催する。また、
引き続き、手話を広く
市民へ周知するため、
毎月広報紙に手話につ
いて掲載する。
・引き続き、「ライト
サロン」参加者を増や
すために、チラシを福
祉課窓口以外の公共施
設にも設置するなど視
覚障がい者の支援を行
う。

　手話奉仕員、要約筆記従事
者が市内に増えることで、聴
覚・言語障害のある人の積極
的な社会参加の促進や、災害
時における支援につながる。
　短期間での市内手話奉仕員
の増員が見込まれることや、
手話通訳者を目指す人に対
し、スキルアップ講座を受講
できる環境が整えることで、
手話通訳者の増員につなが
る。

⑵
持
続
可
能
な
財
政
基
盤
の
確
立

　手話通訳・要約筆記の派遣
など、障害の特性に応じたコ
ミュニケーション支援の充実
を図るため、手話奉仕員養成
講座を開催し、担い手となる
手話奉仕員の養成を行うとと
もに、社会福祉協議会が実施
する要約筆記入門講座への協
力を行う。
　手話奉仕員から手話通訳者
になるために３市２町（岩倉
市、犬山市、江南市、大口
町、扶桑町）が共同で開催し
ている手話奉仕員養成講座の
充実を図っていく。
　視覚障害のある人の社会参
加の促進を図っていく。

福祉課

　官庁会計では、引当金や減
損損失、減価償却の概念がな
く使用料原価が適切に積算さ
れないため、公営企業会計に
移行することで、適正な使用
料算定の根拠とすることがで
きる。

・パソコン等、ICT
技術を使った要約筆
記について、要約筆
記サークルの方とと
もに研究すること。

26

25

⑤
上
水
道
及
び
下
水
道
事
業
の
健
全
経

営 　下水道事業に地方公営企業
法を適用させ、公営企業会計
に移行することで経営状況を
明らかにし、一層の健全化を
図る。

下水道事業
の健全経営

上下水道課

①
市
民
サ
ー

ビ
ス
の
充
実

・要約筆記にパソコ
ンを用いることが有
用であると聞くの
で、市と連携する
サークルの方ととも
に研究してほしい。

・公営企業会計によ
り算出される維持管
理に係る費用と建設
に係る費用を分けて
会計処理を行うこと
となるので、使用料
や負担金の見直しが
必要かどうかを研究
して欲しい。

コミュニ
ケーション
支援の充実

・公営企業会計で
会計処理を行い、
財務諸表を作成し
て経営状況を明確
化する。

・3市2町共同で開
催の手話奉仕員養
成講座を幅広い年
代の手話奉仕員育
成を目指し、土曜
日の午後に開催す
る。また、手話通
訳者を目指す人に
対してスキルアッ
プ講座を開催す
る。
・市の行事に要約
筆記者を配置し、
中途難聴障害者や
加齢性難聴者の社
会参加促進につな
げる。
・引き続き、手話
ができる人を増や
し、手話が必要な
人にも生活しやす
いようにするた
め、市職員や福祉
活動に携わる人へ
の手話講座を開催
する。また、手話
を広く市民へ周知
するため、6月から
毎月広報紙に「手
話を覚えよう」を
掲載する。
・引き続き、「ラ
イトサロン」の参
加者を増やすため
に、チラシを公共
施設に設置するな
ど視覚障害者の支
援を行う。

①公営企業会計で会計
処理を行い、毎月、財
務諸表等を作成し、経
営状況を明確化した。

①維持管理等に係る収
入支出と、建設工事等
に係る収入支出を分け
ることができた。ま
た、引当金や減価償却
費を見込んで会計処理
をすることができるよ
うになった。

・公営企業会計での決
算を行う。また、経営
状況を分析し、水道事
業と同様に経営戦略を
策定する。

・手話奉仕員養成講座等は、効果が高い
と思われるところへ積極的に出向いて周
知することや、若年者に向けた働きかけ
が必要である。
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H30 R1 R2

年度目標
行政改革推進本部会議にお

ける指示事項
行政経営プラン推進委員会

からの意見
取組内容所管課 効果見込取組業務№

行政経営プ
ランの位置

づけ
令和元年度の計画

令和元年度の実績
（実施内容）

令和元年度の実施効果 令和２年度の計画 行政経営プラン推進委員会委員からの意見

36% 38% 40%

実施 実施 実施

①乳がん検診（エコー）
の全日程のうち2日間、
胃がん検診、乳がん検診
（エコー）、大腸がん検
診、肺がん検診（喀痰）
の4種類を同日に受診で
きるように調整した。
　また、がん検診全日程
28日のうち１日を除いて
は3種類以上の検診が受
けられるよう調整し、1
回で複数の検診を受診で
きる機会を増やした。
②けん診ガイド、ほっと
情報メールの配信、広報
紙掲載、ポスター掲示等
で検診を周知した。
③厚生労働省が作成した
結核検診の受診勧奨ポス
ターを特定健診時に掲示
し、健診の待ち時間に肺
がん・結核検診のＰＲを
して、特定健診受診者に
対するがん検診の受診啓
発を行った。

・令和元年度がん検診受
診率
胃9.0％
（対前年度比：0.1％
減）
大腸10.4％
（対前年度比：0.5％
減）
子宮28.9％
（対前年度比：0.5％
増）
乳(エコー)14.0％
（対前年度比：2.3％
増）
乳(マンモ)32.4％
（対前年度比：0.5％
増）
肺17.2％
（対前年度比：0.1％
増）
前立腺6.7％
（対前年度比：1.1％
増）
③肺がん検診の受診者
は、平成30年度より38人
増加した。

・1日で複数の検診を受
診できる機会をさらに
増やせるよう検討す
る。
・厚生労働省の結核検
診受診勧奨に合わせた
肺がん・結核検診の受
診勧奨の実施につい
て、更に効果的な方法
がないか検討する。

②③団体のニーズに
合った講座の実施、情
報提供や交流会、い～
輪会議を行い、市民活
動支援センターが様々
な形で団体と関わり、
支援することができ、
より活発な市民活動に
繋げることができた。
⑤業務委託者に対し
て、指定管理者に実施
するモニタリングと同
等のモニタリングの実
施により、より公正な
評価ができた。

・市民活動支援セン
ターの支援により開
設したホームページ
の閲覧数等を把握
し、改善につなげる
こと。

協働安全課

・市民活動支援セン
ターの支援により開
設したホームページ
の閲覧状況を把握
し、改善につなげて
ほしい。

⑶
質
の
高
い
行
政
経
営
の
推
進

　市民プラザの受付等業務及
び市民活動支援センター運営
業務について、民間活力を引
き続き活用する。また、その
業務について毎年モニタリン
グを実施し、結果を運営業務
に反映させ、より質の高い市
民サービスを行う。

　民間活力を活用することに
より、民間の優れた創造力、
技術力、知識、経験を生かし
た市民プラザの受付等業務及
び市民活動支援センターの運
営により、市民との協働を中
間支援組織として推進するこ
とができる。

・がん検診の周知方
法について、対象を
絞った、効果の高い
ものができないか研
究すること。

・一度でも受診した
人は、検診に対して
意識のある人なの
で、そういった層に
向けた周知を行うこ
とで継続的な受診に
つなげてほしい。
・周知の仕方で受診
率が上がると思うの
で、検討してほし
い。

健康課

　一人でも多くの人ががん検
診等を受診できるよう、各種
検診の実施日を調整し、複数
検診の同日実施を追加する。

②
民
間
活
力
の
積
極
的
活
用

　一度に複数の検診を受診で
きるようにすることで、市民
の利便性向上につながる。

目標　子宮頸がん検診受診率
令和2年度 40%（平成27年度
実績 26.1%）
※女性特有のがんの中で、最
も受診率の低い子宮頸がん検
診をセット検診とすることで
受診率の向上を目指すもの。

27

市民プラザ
及び市民活
動支援セン
ターにおけ
る民間活力
の活用

29

①
市
民
サ
ー

ビ
ス
の
充
実

がん検診等
のセット受
診の導入

・1日で複数の検診
を受診できる機会
をさらに増やせる
よう検討する。
・ほっと情報メー
ル等に加え、検診
を受けたくなるよ
うなチラシを作成
し、他課が主催す
るイベント等にお
いて配布して周
知、啓発に努め
る。

・引き続き市民プ
ラザ及び市民活動
支援センターの円
滑な運営及び団体
の支援を行う。
・指定管理者モニ
タリングマニュア
ルに準じた形でモ
ニタリングを行
う。
・行政区のホーム
ページ開設及び運
営支援を行う。

・引き続き市民プラザ
及び市民活動支援セン
ターの円滑な運営及び
団体の支援を行う。
・登録団体が集うい～
輪会議を、団体間の協
働が進むようにリ
ニューアルする。
・指定管理者モニタリ
ングマニュアルに準じ
た形でモニタリングを
行う。
・行政区のホームペー
ジ開設及び運営支援を
行う。

①市民が参加できるイベ
ントの企画や運営を行
い、市民活動団体の活動
等の周知を行った。
②団体等のニーズに合わ
せ、ボランティアを実施
する市民を増やすため、
市民活動支援センターの
自主事業として「これか
らはじめるボランティ
ア・市民活動」をテーマ
に７回の連続講座を実施
し53人の参加があった。
③市民活動団体の交流及
び情報交換の場として
「い～輪会議」を毎月開
催した。
④団体支援のため、情報
誌の発行やメール便を発
送した。
⑤これまで実施してきた
モニタリングに加え、指
定管理者モニタリングマ
ニュアルに準じた形で実
施した。
⑥機会あるごとに業務の
改善点等を協議した。
⑦行政区のホームページ
の作成を支援して、１つ
の行政区が開設し、計２
区のホームページが開設
された。ホームページで
は年間行事計画や回覧記
事等が掲載され、令和元
年度は約1,800件の閲覧が
あり、情報発信の充実を
図ることができた。

・インターネット経由で施設に行くこと
なく申込みができれば、受診のハードル
が下がるのではないか。
・受診場所の拡大について検討してほし
い。

・モニタリング結果と合わせて、コス
ト・サービスの官民比較をしてほしい。
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H30 R1 R2

年度目標
行政改革推進本部会議にお

ける指示事項
行政経営プラン推進委員会

からの意見
取組内容所管課 効果見込取組業務№

行政経営プ
ランの位置

づけ
令和元年度の計画

令和元年度の実績
（実施内容）

令和元年度の実施効果 令和２年度の計画 行政経営プラン推進委員会委員からの意見

　大規模災害時の対応を民間
企業等の力を借り円滑に行う
ことができる。

実施 実施 実施

61.50% 63.00% 65.00%

民間企業等
との災害時
応援協定の
締結

消防署

　幅広い年齢層に、応急手当
講習会や普通救命講習会への
受講を促し、受講者を増加さ
せるとともに、市内のAEDを
充実させ救急救命率の向上を
図る。

　心肺停止者や重篤な傷病者
が発生した場合、近くにいる
バイスタンダーが重要な役目
を果たします。バイスタン
ダーとなりうる市民の救命処
置を向上させることで、一人
でも多くの傷病者に対しての
社会復帰が可能となる。
　
目標：心肺停止者に対するバ
イスタンダーのCPR実施率
（各年１～12月）
　令和2年 65.00%
※平成27年心肺停止者に対す
るバイスタンダーのCPR実施
率58.3%（36件中21件）
※バイスタンダー：偶然その
場に居合わせた人
CPR：心肺蘇生法

　岩倉市の防災対策として、
民間企業等に協力依頼するこ
とが適当と思われる分野（医
薬品の供給、仮設住宅、支援
物資関係、福祉避難所）の項
目について、災害時の協定を
締結する。

協働安全課

②
民
間
活
力
の
積
極
的
活
用

⑶
質
の
高
い
行
政
経
営
の
推
進

31

救命知識・
技術の普及
啓発による
救急救命率
の向上

32

・被災自治体にお
ける災害対応の問
題点や課題、他自
治体の協定締結状
況や協定内容等に
ついて情報収集を
行い締結に向けた
検討をする。
・災害時の被災者
の生活環境改善を
図るため、住宅関
連企業と協定の締
結に向けた協議を
開始し、協定につ
いては年度内の締
結を目指す。

・引き続き市内在
校の中学2年生に普
通救命講習を実施
するほか、市内事
業所や市内の高校
に対して応急手当
等講習の受講を働
きかけ、受講者の
増加を図る。
・設置したAEDの市
民周知と緊急時の
利用を促す。

①他自治体での協定締
結状況や協定内容につ
いて情報収集を行い、
「簡易間仕切りシステ
ムの供給等に関する協
定」及び「災害に係る
情報発信等に関する協
定」を締結した。
②住宅関連企業と協定
の締結に向けた協議を
実施したが、全国規模
の企業であると災害時
は国・県からの要請で
被災者への支援が行わ
れるため特定の市町村
との協定は締結しない
とのことだった。

①企業が保有している
避難所用簡易間仕切り
システムが岩倉市に寄
贈されたことで、災害
時に避難所におけるプ
ライバシーの確保と生
活環境の整備の向上に
つながった。
・災害時に市民に対し
て必要な情報を迅速に
提供するため、企業の
防災アプリを活用し、
アプリ利用者に対し、
本市からの災害情報等
を発信できるように
なった。

・被災自治体における
災害対応の問題点や課
題を確認し、現在本市
として災害時に必要な
支援を把握したうえ
で、他自治体の協定締
結状況や協定内容等に
ついて情報収集を行
い、市単位で締結すべ
き協定の締結を検討す
る。

①市内在校の中学2年生に
対して普通救命講習を実
施した。
岩倉中学校　235人
南部中学校　122人
合計　　　　357人
②高校生の普通救命講習
会開催に向けて学校と協
議した。
③尾北学校保健会の教諭
に対し、岩倉市、犬山
市、江南市、扶桑町、大
口町の４消防本部が応急
手当普及員講習Ⅰを合同
開催し、市内学校勤務の
教諭7人が資格認定を受け
た。
④行政区や民間企業から
の依頼により、高齢者が
参加した救急救命講習を
実施した。
⑤AEDの緊急時の利用につ
いて、各種講習会で講習
内容に取入れ、積極的な
利用を促した。また、広
報紙やホームページでAED
の設置場所を周知して利
用を促した。
⑥バイスタンダーによる
CPRが適応症例39件中20件
行われ、51.3％の実施率
であった。（目標率63％
に対し、11.7％下回
る。）

①中学2年生が心肺蘇生
法とAEDの使用について
理解する場を作ること
ができた。
②高校生に対する普通
救命講習会を令和2年度
に実施することとなっ
た。
③尾北学校保健会の教
諭が応急手当普及員講
習Ⅰを取得し、市内在
校の中学2年生に対して
行った普通救命講習会
を欠席した生徒に対
し、追加講習を教諭が
指導者となり実施する
ことができた。
・応急手当等講習を
2,176人が受講した。

（参考）
令和元年度各種講習参
加者
上級救命　16人
普通救命　584人
応急手当講習　1,569人
普及員講習　7人
合計　　　2176人
昨年比　471人増加

・岩倉総合高校の生徒
に対する普通救命講習
会を開催する。
・応急手当普及員の資
格認定を受けた尾北学
校保健会の教諭が指導
する応急手当等講習会
の支援を行う。
・市内に設置したAEDの
市民周知と利用を引き
続き促す。

・タクシー会社と、無線を活用した災害
時における被害状況の連絡について応援
協定を結べないか検討してほしい。
・災害時応援協定については、実効性確
保のため、タイムラインを作成してほし
い。

・バイスタンダーのCPR実施率について
は偶発的要因に左右されるところが大き
いため、目標にはコントロール可能なも
のを設定するべきではないか。
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H30 R1 R2

年度目標
行政改革推進本部会議にお

ける指示事項
行政経営プラン推進委員会

からの意見
取組内容所管課 効果見込取組業務№

行政経営プ
ランの位置

づけ
令和元年度の計画

令和元年度の実績
（実施内容）

令和元年度の実施効果 令和２年度の計画 行政経営プラン推進委員会委員からの意見

⑶
質
の
高
い
行
政
経
営
の
推
進

②
民
間
活
力
の
積
極
的
活
用

実施 実施 実施 【総合体育文化セン
ター】
・懇話会の設置し、
その意見を総合体育
文化センターの運営
に生かすこと。

生涯学習課

【総合体育文化セン
ター】
・利用者や利用団体
からの意見や要望を
聞く懇話会の設置に
向け指定管理者と協
議すること。

　より多くの利用者に親しま
れ、また、新たな利用者を取
り込むことができるような施
設の管理及び運営が可能にな
る。

　民間活力の導入により、そ
の効果を十分に発揮できるよ
うな環境の整備や指定管理者
との連携及び調整を行う。

生涯学習セ
ンター及び
総合体育文
化センター
の民間活力
における施
設利用の充
実

34

【生涯学習セン
ター】
　平成30年度と同
様、引き続き多種
多様な講座を開催
して講座の充実に
努める。
　また、今後も利
用者会議を適宜開
催し、センターが
より利用しやすい
施設となるよう利
用者の意見を反映
させた施設運営を
行っていく。
　団体の活動発表
の機会として、引
き続き「岩倉市生
涯学習センター
フェスティバル」
を開催し、生涯学
習活動等の周知及
び啓発に努める。

【総合体育文化セ
ンター】
・スポーツ及び文
化団体等と協議し
ながら協働で行う
教室、イベント等
を開催していく。
　平成30年度に実
施した利用者アン
ケートの結果等、
利用者のニーズ、
要望等に沿った事
業を企画・運営し
ていく。
　懇話会の設置が
平成30年度はでき
なかったため、令
和元年度に設置す
る。よりよい施設
管理や運営、更な
るサービスの向上
に努めていく。

【生涯学習センター】
①指定管理者の企画・運
営の下、多様化する市民
ニーズを反映した生涯学
習講座を99講座開催し
た。
　また、利用しやすい施
設となるよう利用者への
アンケートや3回の利用者
会議により、広く利用者
の意見を聴取した。指定
管理者のモニタリング評
価では、生涯学習セン
ター運営協議会での意見
を評価に反映させた。
②平成29年度から開催し
ている生涯学習センター
フェスティバル2019で
は、日ごろセンターで活
動する47団体が発表や展
示を行い、昨年度と比べ
328人多い1,530人の来場
者があった。

【総合体育文化セン
ター】
③スポーツ及び文化団体
等との協働事業では、岩
倉市サッカー協会と特定
非営利法人いわくら観光
振興会と協働してフット
サル大会を開催したほ
か、岩倉昭和歌謡倶楽部
と協働して岩倉紅白歌合
戦を開催した。
　市内中学校のバスケッ
トボール部員を対象にス
ポーツクリニックを、山
田姉妹ソプラノコンサー
トで、いわくら少年少女
合唱団との共演を予定し
ていたが、新型コロナウ
イルス感染症の影響で延
期した。
④利用者アンケートの結
果に基づき事業の改善に
繋げることができた。
⑤利用者の利便性向上を
目的とした利用者懇親会
を開催し、管理・運営等
に関する意見を聴取でき
た。

【生涯学習センター】
①市民講師による自主企
画講座「学びの郷」や、
市民の企画委員を中心に
企画・運営するシニア大
学、熟年者さわやかセミ
ナーなど、市民との協働
により様々な生涯学習講
座を開催することで、講
座内容の充実を図ること
ができた。
　アンケートや利用者会
議等で広く利用者の意見
を聴取し、利用しやすい
施設の管理運営につなげ
ることができた。
②生涯学習センターフェ
スティバル2019は、日ご
ろセンターで活動する団
体の活動内容を広く知っ
てもらう機会としてのみ
ならず、生涯学習の啓発
の機会としても機能し
た。また、来場者の駐車
場確保や子ども向けのイ
ベントを企画すること
で、来場者を増やすこと
ができた。

【総合体育文化セン
ター】
③様々なスポーツ団体や
文化団体と協働して事業
を行ったことにより、地
域の繋がりを育み多様な
交流機会を創出すること
ができた。
④⑤利用者アンケートの
実施及び利用者懇親会を
開催することで、利用者
の要望等に沿った事業を
企画・運営することがで
きた。具体的には更衣室
ロッカーの更新、親子リ
ズム室利用者に消毒セッ
トの貸出などを実施し
た。

【生涯学習センター】
　多様化、高度化する
市民ニーズの把握に努
め、引き続き講座の充
実を図る。
　指定管理者の適正な
モニタリング評価を行
うとともに、アンケー
トや利用者会議を開催
し、利用者の意見を反
映させた利用しやすい
施設づくりに取り組
む。
　団体の活動発表の機
会として、引き続き岩
倉市生涯学習センター
フェスティバルを開催
し、生涯学習活動等の
周知及び啓発に取り組
む。

【総合体育文化セン
ター】
・引き続き、市民と協
働で実施する地域と密
着した事業の充実を図
る。
・指定管理者の適正な
モニタリング評価を行
うとともに、アンケー
トの実施や利用者懇親
会を開催し、利用者の
要望等を反映させた適
切な事業運営を行う。
・「健幸都市いわく
ら」を推進していくた
め、市民自らが健幸づ
くりに取組むことを目
的とした事業を指定管
理者と協働で展開して
いく。
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H30 R1 R2

年度目標
行政改革推進本部会議にお

ける指示事項
行政経営プラン推進委員会

からの意見
取組内容所管課 効果見込取組業務№

行政経営プ
ランの位置

づけ
令和元年度の計画

令和元年度の実績
（実施内容）

令和元年度の実施効果 令和２年度の計画 行政経営プラン推進委員会委員からの意見

⑶
質
の
高
い
行
政
経
営
の
推
進

実施 実施 実施

36
施策評価に
おける外部
評価の導入

秘書企画課

　総合計画の進行管理とし
て、各施策の着実な推進を図
るため、平成23年度から実施
している施策評価について、
外部評価の仕組の導入を検討
する。

　市民にとって、わかりやす
い評価の仕組が構築され、客
観的評価により、適切に施策
が推進される。

試行実施 試行実施 試行実施

　指定管理者制度が法律、条
例等に基づき適正かつ公平に
運用されているか、また、施
設管理に関する協定書の内
容、事業報告に対する履行確
認及び導入の効果の測定が適
正に行われているか等を着眼
点とし、年間1団体1施設を対
象として計画的に監査を実施
する。

　指定管理者が持つノウハウ
により多様化する市民のニー
ズに応えることができている
か、市民サービスの向上、管
理コストの節減が図られてい
るかなどの検証をすることに
より、指定管理者制度の適正
な運用に資することができ
る。
　また、監査は指定管理者に
対する牽制的な効果もあり、
事務の効率性・適正性の客観
的な判断や不正防止を図る上
で有効な手段である。

指定管理者
監査の実施

監査委員事
務局

③
事
務
事
業
の
見
直
し
と
再
編

35

②
民
間
活
力
の
積
極
的
活
用

・健康福祉部が所
管する１施設で指
定管理者監査を実
施する。
・対象施設が財政
援助団体である場
合、指定管理者と
財政援助団体に対
する監査が同時に
できないか検討
し、可能であれば
実施する。
・「指定管理者モ
ニタリングマニュ
アル」に基づいた
モニタリングの実
施状況について確
認する。

・内部評価とし
て、平成28年度か
ら平成30年度まで
の3か年についての
実績評価を実施す
る。
・引き続き、行政
評価有識者会議に
て外部評価を試行
するとともに本市
に適した評価のあ
り方について検討
する。

①ふれあいセンターの
指定管理者監査を実施
した。また、指定管理
者が財政援助団体であ
るため、財政援助団体
監査も同時に実施し
た。
②指定管理者モニタリ
ングマニュアルに基づ
くモニタリングの実施
状況については指定管
理者及び担当課による
評価を確認した。ただ
し、マニュアルに定め
る副市長及び部長職で
構成する指定管理者評
価等委員会による事業
評価が終わっていな
かったため監査対象と
はしなかった。

①ふれあいセンターの
指定管理業務に関し、
利用料金の収受が基本
協定書に定められた取
扱いにより行われてい
ない等の問題点、並び
に同センターの指定管
理者である法人への補
助金の交付事務におけ
る実績報告書の人件費
の計上方法等の改善し
た。

・教育こども未来部が
所管する１施設で指定
管理者監査を実施す
る。
・「指定管理者モニタ
リングマニュアル」に
基づいたモニタリング
の実施状況について確
認する。

①内部評価として、平
成28年度から平成30年
度までの3か年について
の実績評価を実施し
た。
②平成30年度に引き続
き、有識者会議を２回
開催し、一部の施策に
ついて試行的に外部評
価を実施するととも
に、本市に適した行政
評価のあり方、外部評
価の導入について検討
した。

①第4次総合計画の着実
な進行管理を図るとと
もに、実績評価によ
り、第5次総合計画の策
定に必要な基礎資料を
得ることができた。
②行政評価有識者会議
において、現評価シス
テムや外部評価導入に
向けた課題、本市に適
した行政評価のあり方
について、幅広く意見
を収集し、検討を進め
ることができた。

・引き続き、内部評価
（単年度評価）を実施
する。
・引き続き、行政評価
有識者会議にて外部評
価の導入を前提とした
本市に適した評価のあ
り方について検討す
る。
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H30 R1 R2

年度目標
行政改革推進本部会議にお

ける指示事項
行政経営プラン推進委員会

からの意見
取組内容所管課 効果見込取組業務№

行政経営プ
ランの位置

づけ
令和元年度の計画

令和元年度の実績
（実施内容）

令和元年度の実施効果 令和２年度の計画 行政経営プラン推進委員会委員からの意見

計画策定 実施 実施

実施 実施 実施

・関係部署が連携し
取り組むこと。

行政課

　公共施設の来るべき老朽化
や人口構造、社会的ニーズの
変化に対応するため、公共施
設の長寿命化を図るととも
に、施設の統廃合も含めた今
後のあり方を検討し、最適な
配置の実現に向けた事業を推
進していく。

・公共施設の再配置
は市民の将来に対す
る負担を減らす取組
であるので、市民に
丁寧に説明を行い進
めてほしい。

　計画的な維持管理・更新を
行うことでライフサイクルコ
ストの縮減を図りつつ、各施
設の安全性・信頼性を高める
ことができる。

　公共施設を維持管理、運営
していく上で、今後、公共施
設としての機能を最大限に発
揮させることにより、修繕・
更新等に係る財政負担の軽
減、平準化を図ることができ
る。

　来たるべき老朽化による維
持管理費の増大に対応するた
め、排水機場については新た
に修繕計画を策定し、県事業
及び県補助金を活用する。ま
た、公園施設・橋梁について
は引き続き長寿命化計画を定
期的に見直しながら推進す
る。

維持管理課

⑶
質
の
高
い
行
政
経
営
の
推
進

排水機場・
公園施設・
橋梁の長寿
命化と適切
な維持管理

④
公
共
施
設
等
の
計
画
的
な
改
修
と
有
効
活
用

公共施設の
最適な配置

38

37

・排水機場につい
ては、引き続き計
画に基づく修繕を
実施（統廃合につ
いても念頭に置き
ながら県と協議）
していく。
・公園施設・橋梁
については、引き
続き計画を適宜見
直しながら、それ
に基づく改修・点
検を実施してい
く。

・公共施設再配置
計画及び長寿命化
計画の推進にあた
り、全庁的な組織
を設置し進捗管理
を行う。
・第１期計画期間
中の再配置計画案
である岩倉北小学
校屋内運動場等の
建設工事の基本設
計に着手する。
・施設所管課によ
る日常点検を実施
し、結果報告を取
りまとめる。

①公共施設再配置計画及
び長寿命化計画の推進及
び進捗管理を行うため、
公共施設再配置計画等推
進本部及び推進部会を設
置し、再配置計画案への
対応や施設点検について
協議した。
②公共施設長寿命化計画
の推進にあたっては、建
築士の資格を持つ職員と
施設所管職員で施設の点
検を実施し、施設の不具
合の状況を把握した。そ
の後、今後の対応につい
ての基本的な考え方をま
とめた。
③再配置計画における計
画案では、岩倉北小学校
屋内運動場等複合施設の
基本設計を実施するとと
もに、青少年宿泊研修施
設希望の家の譲渡の可能
性について検討するた
め、サウンディング調査
を実施した。

①②公共施設再配置計
画及び長寿命化計画の
進捗管理を図ることが
できた。また、施設の
点検を実施することに
より、施設の不具合等
を把握することがで
き、計画推進の一助と
なった。
③サウンディング調査
を実施した結果、青少
年宿泊研修施設として
の譲渡は難しいとの意
見を聴取することがで
きた。

・再配置計画における
計画案について、岩倉
北小学校屋内運動場等
の実施設計や、希望の
家の他用途による活用
に向けたサウンディン
グ調査を行うなど、引
き続き計画の推進に向
けて検討する。また、
公共施設の点検を引き
続き実施し、施設の不
具合状況の把握をした
上で優先順位をつけて
修繕を行う。

①排水機場について
は、補修・補強等機能
保全対策修繕計画に基
づき野寄排水機場の修
繕を実施した。
②公園施設について
は、長寿命化計画に基
づき天神公園において
ワークハウスを改修し
た。
③橋梁については、長
寿命化計画に基づき昭
和橋の改修工事と101橋
の法定点検を実施し
た。

①計画に基づき適切に
管理を行い、修繕の必
要な排水機場について
県と協議し、県補助事
業で実施することで、
市の財政負担を減らす
ことができた。
②公園施設について
は、計画の見直しを行
い、財政負担に配慮し
つつ適正管理を図るこ
とができた。
③橋梁については、計
画に基づく改修を実施
することで適正管理を
図ることができた。ま
た、法定点検の実施に
より、構造物の機能に
支障が生じていない状
態であることが確認で
きた。

・排水機場について
は、引き続き計画に基
づく修繕を実施（統廃
合についても念頭に置
きながら県と協議）し
ていく。
・公園施設・橋梁につ
いては、引き続き計画
の推進を前提としなが
ら、適宜見直しを行
い、適切に改修・点検
を実施していく。

・長寿命化計画の進捗についての考え方
を示すべきである。
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H30 R1 R2

年度目標
行政改革推進本部会議にお

ける指示事項
行政経営プラン推進委員会

からの意見
取組内容所管課 効果見込取組業務№

行政経営プ
ランの位置

づけ
令和元年度の計画

令和元年度の実績
（実施内容）

令和元年度の実施効果 令和２年度の計画 行政経営プラン推進委員会委員からの意見

41.0% 47.0％ 50.5％

　施設の安全性の確保ととも
に、計画的な維持管理によ
り、近い将来に見込まれる校
舎や屋内運動場の再整備に向
け、コストの縮減・平準化や
施設の長寿命化を図ることが
できる。

実施 実施 実施

実施 実施 実施

上下水道課

④
公
共
施
設
等
の
計
画
的
な
改
修
と
有
効
活
用

　簡易な手続がホームページ
からできるようになり、利便
性が高まる。また、集計機能
を活用することで迅速な集
計、分析が可能になるととも
に、市民の声を市政に反映し
やすくなる。

　水道水の安定供給のため、
計画的に基幹管路の耐震化を
進める。

　平成30年3月に策定した学
校施設長寿命化計画に基づ
き、学校施設の不具合を未然
に防ぐため、日常的、定期的
な施設の点検を実施する。ま
た、専門家による定期点検を
5年間隔を目途に実施し、計
画的な学校施設の維持管理に
取り組む。

学校教育課

　基幹管路の耐震化工事を進
めることにより、耐震化率を
向上させることができる。

目標耐震化率
　令和2年度 50.5％

※平成27年度基幹管路耐震化
率　18.8％
（平成27年度全国平均
22.5％、27年度愛知県平均
38.5％）

ホームペー
ジの活用

計画的な基
幹管路の耐
震化

学校施設の
安全性の向
上と適切な
維持管理

39

41

⑷
情
報
化
へ
の
取
組
と
市
民
と
の
行
政
情
報
の
共
有

40

①
情
報
化
に
よ
る
市
民
サ
ー

ビ
ス
の
向
上

⑶
質
の
高
い
行
政
経
営
の
推
進

　ホームページから簡易な申
込みや意見投稿（市民の声や
パブリックコメントなど）が
できる機能を活用し、そこか
ら得られた意見等を随時、施
策や計画策定に反映させる。

秘書企画課

・平成30年度に
行った実施設計を
基に、耐震化工事
を行い耐震化率の
向上を図る。

・引き続き、学校
施設長寿命化計画
に基づき、国庫等
財源の確保や経費
縮減に向けた情報
取得に努め、効率
的かつ効果的な維
持管理・更新に取
り組む。
・岩倉市公共施設
長寿命化計画に基
づき施設点検を行
う。

・各種イベントの
参加申込をホーム
ページで行えるよ
う取り組む。
・アンケート、パ
ブリックコメン
ト、「市民の声」
などでホームペー
ジを効果的に活用
し市政の市民意向
の把握に努める。

①平成30年度に行った
配水基幹管路布設工事
の実施設計により、834
ｍの区間を耐震管で布
設替えを行い、耐震化
率の向上を図った。

・耐震化率：
42.7％（目標率47.0％
に対し4.3ポイント減）
※近年では、人件費や
資材費単価が上昇して
いることに加え、既存
埋設物の影響による
ルートの見直しや施工
方法の変更などによ
り、工事延長が減少傾
向にあるため、計画ど
おりに進捗していかな
い状況となっている。

・事業費は管路耐震化
計画に基づき毎年1億
2,000万円と定めている
が、県の道路改良工事
とあわせて工事を進め
ることで掘削費などの
工事費用が削減される
ため、県と協議を重ね
ながら事業を進める。
また、上記で削減でき
る費用を同一年度で実
施する他の路線に充て
ることで、工事全体の
進捗を上げ、耐震化率
の向上を図る。
なお、令和２年度に策
定する経営戦略の中
で、事業費の見直しに
ついて検証も行ってい
く。

①岩倉市学校施設長寿
命化計画に基づき、岩
倉中学校北館の給排
水・衛生設備の改修工
事を実施した。
②小中学校への修繕調
査に併せ、学校教育課
職員でも岩倉市公共施
設長寿命化計画に基づ
き施設点検を行い、今
後、必要な修繕箇所の
把握と緊急性の高い修
繕を実施することがで
きた。

①計画に基づき効率的
かつ効果的な維持管
理・更新をすることが
できた。また、国庫補
助事業で実施すること
で、市の財政負担を軽
減することができた。
②日常点検や修繕調
査、計画に基づく施設
点検を行うことによ
り、修繕箇所の優先順
位を定め計画的な発注
を図ることができた。

・引き続き、岩倉市学
校施設長寿命化計画に
基づき、国庫等財源の
確保や経費縮減に向け
た情報取得に努め、効
率的かつ効果的な維持
管理・更新に取り組
む。
・国庫補助金を活用
し、岩倉南小学校大規
模改修工事を実施す
る。
・小中学校への修繕調
査に併せ、岩倉市公共
施設長寿命化計画に基
づき施設点検を行う。

①5種類のイベント参加
者募集に投稿フォーム
を活用し、59件の参加
申し込みがあった。ま
た、作品募集等で107件
の応募があった。
②「市民の声」につい
て、ホームページを通
じて165件の投稿があっ
た。
③5つの条例・計画等に
ついてパブリックコメ
ントを行い、ホーム
ページを通じて19件の
意見投稿があった。

①②イベント参加申し
込みや「市民の声」は
前年よりも多くの利用
があり、利便性を高め
たり、迅速に意見を把
握しつつ、手軽に意見
を寄せることができる
機会を提供できた。
①作品募集等でも年代
を問わず多くの人から
応募があった。

・より多くのイベント
においてホームページ
を参加申し込み受け付
け等に活用する。
・パブリックコメント
や市民の声において引
き続きホームページを
効果的に活用し、市民
意向の把握に努める。
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H30 R1 R2

年度目標
行政改革推進本部会議にお

ける指示事項
行政経営プラン推進委員会

からの意見
取組内容所管課 効果見込取組業務№

行政経営プ
ランの位置

づけ
令和元年度の計画

令和元年度の実績
（実施内容）

令和元年度の実施効果 令和２年度の計画 行政経営プラン推進委員会委員からの意見

実施 実施 実施

実施 実施 実施

実施 実施 実施 ・ＳＮＳの活用によ
る双方向の情報発信
について研究するこ
と。

市民との協
働による広
報紙づくり

　事務の処理速度、正確性が
向上し、業務の効率化が図ら
れる。また、それに伴いサー
ビスの質の向上が見込まれ
る。

・ＳＮＳの活用によ
る双方向の情報発信
について検討してほ
しい。

　市民が期待していること、
知りたいと思っていることを
的確に把握し、それに対する
市の考え方や対応を多様な手
段により積極的に公開・伝達
していくことで情報の共有化
が進む。

　広報モニターの活動支援を
行う。
　市民からの情報発信を行
う。

　業務システムの更新に合わ
せ、事務の効率化、サービス
提供の迅速化に資するシステ
ムを選定・導入する。導入後
も随時、最新のシステムや情
報処理技術の動向について研
究し、費用対効果も見据えな
がら導入を検討する。

　市民目線で情報発信ができ
る広報紙とすることで、市か
らのお知らせだけでなく、身
近な情報や新しい発見に触れ
ることができるため、情報の
共有化が進む。

　市政モニター、市民の声、
タウンミーティング等で広く
意見を募集するほか、行政区
等と意見交換会を実施するな
ど、積極的に要望や困りごと
の把握に努める。
　また、ホームページの充実
やほっと情報メールの配信を
行う。

秘書企画課

協働安全課

⑷
情
報
化
へ
の
取
組
と
市
民
と
の
行
政
情
報
の
共
有

業務システ
ムの最適化

③
市
民
と
行
政
の
情
報
の
共
有

広聴活動の
充実と的確
な情報発信

②
情
報
化
に
よ
る
事
務
の
効
率
化

45

44

43

秘書企画課

・子ども向けイベ
ント、高齢者向け
イベントなどに出
向き、様々な世代
の意見を聞く広聴
活動を行う。
・ホームページ、
ほっと情報メー
ル、フェイスブッ
ク、LINEなど多様
な手段で情報発信
を行う。

・最新のシステム
やＲＰＡやＡＩ等
の情報処理技術の
動向について研究
する。
・自庁で開発した
システムについて
はメンテナンスが
困難になりつつあ
るため、民間のシ
ステムへの切り替
えについて研究す
る。

・「いわフォト」
のコーナーの周知
に努めるととも
に、市民の写真や
言葉を多く掲載
し、関心を高め
る。

①妊婦健康診査や財務
会計など8業務を対象
に、ＲＰＡ及びＡＩ－
ＯＣＲの実証実験を実
施した。
②約30ある自庁システ
ムの内、ベンダーシス
テムに移行可能なシス
テムの情報収集をし
た。

①ＲＰＡの実証実験の
結果、作業時間で平均
23％の削減となった。
②自庁システムからベ
ンダーシステムへの移
行ついては、費用面を
含めて課題が多く、引
き続き研究していく。

・ＲＰＡ、ＡＩ－ＯＣ
Ｒ、議事録作成支援シ
ステム及びＡＩ総合案
内サービスの導入によ
り業務の効率化を図
る。
・働き方改革に柔軟に
対応するため、テレ
ワークやＷｅｂ会議シ
ステム等の導入に向け
た研究検討を行う。

①「いわフォト」には
32件の応募があり、投
稿の内、広報モニター
からの投稿が21件、広
報モニター以外からも
新規に7人から投稿が
あった。
②広報紙において、15
の団体と22人を特集等
で取り上げた。

①②新規の投稿が増え
たことで、市民と広報
紙との接点が広がり、
情報の共有が進んだ。

・「いわフォト」投稿
者に対し、お礼の返信
をしたり、友人等にも
コーナーの宣伝をお願
いするなどのフォロー
を行い、新規投稿者を
さらに増やすための取
組を行う。

①小学校区ごとに意見
交換会を開催し、221人
が参加した。
②市政モニター会議（4
回、44人）、いどばた
広聴（1回、20人）を実
施、ほっと情報メール
では488件の情報を配信
し、市民の声には296件
の投稿があった。
③市公式LINEの運用を
開始した。年度末登録
者数691人。
④ＳＮＳで発信した記
事に対する「いいね」
やコメントから意見や
興味・関心の把握に努
めた。
⑤各種児童館行事や多
世代交流事業などで取
材に合わせて感想や意
見を伺った。

①②⑤様々な年代、地
域の人から多様な意見
をいただき、課題等の
情報共有ができ、今後
の市政運営の参考とす
ることができた。
③LINEを活用し、より
多くの人に迅速な情報
提供ができた。
④ＳＮＳの記事をシェ
アすることで、市公式
アカウントを登録して
いない人にも情報を届
けることができた。

・子ども向けイベン
ト、高齢者向けけイベ
ントなどの取材に合わ
せて、様々な世代の意
見を聞く広聴活動を行
う。
・ホームページ、ほっ
と情報メール、フェイ
スブック、LINEなど多
様な手段で情報発信を
行う。
・SNSを市からの一方的
な情報発信だけでな
く、市民から意見聴取
等にも活用する。

・ホームページのメニューに市民参加に
関する項目を追加し、わかりやすく市民
参加の方法を掲載すれば、気軽に市政へ
意見・提案をできるようになるのではな
いか。
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H30 R1 R2

年度目標
行政改革推進本部会議にお

ける指示事項
行政経営プラン推進委員会

からの意見
取組内容所管課 効果見込取組業務№

行政経営プ
ランの位置

づけ
令和元年度の計画

令和元年度の実績
（実施内容）

令和元年度の実施効果 令和２年度の計画 行政経営プラン推進委員会委員からの意見

③
市
民
と
行
政
の
情
報
の
共
有

実施 実施 実施

実施 実施 実施

セキュリ
ティレベル
の向上

・収集する民俗資料
の分野、品目等の絞
り込みを図れないか
検討すること。

・収集する民俗資料
の量が整理する手間
と労力、保管場所に
かけるコストに見合
わなくなる状態を避
けるため、収集する
資料の分野、品目等
の絞りこみを図れな
いか研究すること。

生涯学習課

　郷土の歴史や文化に対する
理解を深め、郷土愛を育む。

　セキュリティレベルが一定
水準に保たれることにより、
安心して情報やサービスの提
供を受けることができる。

協働安全課

④
情
報
セ
キ
ュ

リ
テ
ィ

の
確
保

民俗資料等
のデータ
ベース化と
活用

　市が所蔵する民俗資料に加
え映像資料のデータベース化
を進める。それらの情報を活
用しホームページ上で企画展
を開催する。

　最新のセキュリティ対策に
ついて、常に情報収集を行
い、その時々に対応した高度
なセキュリティレベルを確保
する。
　また、セキュリティ研修、
標的型攻撃メールへの対応訓
練等を継続的に実施し、セ
キュリティ意識の向上に努め
る。

47

46

⑷
情
報
化
へ
の
取
組
と
市
民
と
の
行
政
情
報
の
共
有

・先進的な事例の
情報収集に努める
ほか、令和元年度
実施予定の企画展
示についても、
データベースの情
報を活用し、ホー
ムページ上で公開
できるよう準備を
進める。
・引き続き映像資
料等のデジタル化
についても研究を
進める。

・研修や訓練を通
じて職員のセキュ
リティ意識のさら
なる向上に努める
とともに、不定期
で実施していた内
部での業務システ
ムのアクセスログ
による情報セキュ
リティ監査を毎年
実施する。

①民俗資料等のデータ
ベースを一部活用し民
俗資料企画展「道路・
鉄道・消えた駅」を開
催した。また、同企画
展の内容を再構成し、
ホームページ上に掲載
した。
②岩倉民具研究会に委
託し、郷土資料室に所
蔵している民俗資料約
100点のデータベース化
を進めるとともに、資
料整理に努めたが収集
品目等の絞り込み等に
は課題も残された。
映像資料のデジタル化
は実現できなかった。

①2月に生涯学習セン
ター及び市役所2階市民
ギャラリーで開催した
企画展をホームページ
でいつでも閲覧できる
よう整備したことによ
り、展示期間中に来場
できなかった人にも市
が所蔵する民俗資料の
知識習得の機会を提供
することができた。
②郷土資料室の資料の
整理を進めることがで
きた。また、民俗資料
データベースを活用し
たホームページは
20,641回の閲覧があ
り、展示できていない
民俗資料を広く紹介す
ることができた。

・所蔵している民俗資
料を活用した企画展の
開催と、ホームページ
上での公開を行い、市
民に郷土の歴史や文化
を伝える。
・民俗資料やデータ
ベース化したデータの
活用方法の研究を進め
る。

①職員に対してセキュ
リティ研修（受講者51
人）を実施するととも
に、標的型攻撃メール
対策訓練（1回）を実施
した。
②情報システムのアク
セスログによる情報セ
キュリティ監査を実施
した
③ホームページの全
ページにおいて、セ
キュリティレベルを向
上させるため、通信内
容を暗号化するよう
HTTPSに切り替えた。

①研修や訓練により職
員のセキュリティの意
識が向上し、セキュリ
ティレベルを維持する
ことができた。
②情報セキュリティ監
査の結果、疑義となる
操作ログはなかった。
監査を実施することに
より、不適切な使用の
防止に寄与することが
できた。
③ホームページをHTTPS
に切り替えることで、
安全に通信を行える環
境を整えた。

・研修や訓練を通じて
職員のセキュリティ意
識のさらなる向上に努
めるとともに、情報シ
ステムのアクセスログ
による情報セキュリ
ティ監査を実施する。

・広域連携による資料収集の役割分担に
ついても考えてほしい。
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H30 R1 R2

年度目標
行政改革推進本部会議にお

ける指示事項
行政経営プラン推進委員会

からの意見
取組内容所管課 効果見込取組業務№

行政経営プ
ランの位置

づけ
令和元年度の計画

令和元年度の実績
（実施内容）

令和元年度の実施効果 令和２年度の計画 行政経営プラン推進委員会委員からの意見

実施 実施 実施

市民サービスの向上及び受診
率の向上が期待できる。

実施 実施 実施

・県や弁護士につな
いだ相談であって
も、解決に至るまで
の状況を確認するこ
とができないか検討
すること。

　平日の開所時間に来所でき
ない人のために、申込機会を
拡大する。

49

・県や弁護士につな
いだ相談であって
も、解決に至るまで
の状況を確認するこ
とができないか検討
してほしい。

　消費生活センターの相談体
制を充実させることで、消費
者トラブルに対する迅速な対
応が可能となり、市民が安全
で安心して豊かな消費生活を
送ることが見込まれる。

健康課

商工農政課

①
市
民
サ
ー

ビ
ス
の
充
実

がん検診申
込機会の拡
大

48

⑶
質
の
高
い
行
政
経
営
の
推
進

消費生活相
談体制の充
実

　平成29年度に設置した岩倉
市消費生活センターについ
て、多様化する消費生活に関
する相談や苦情など迅速かつ
適切に対応するため、さらな
るセンターの周知を図るとと
もに、消費生活専門相談員へ
の研修や相談員間による情報
共有の場などを通し資質向上
を図る。
　また、センターの利用状況
に応じて、開設日時を拡充す
るなど、相談体制の充実に努
める。

・引き続き、消費
生活センターの周
知に努める。
・相談員の資質向
上を図るため、国
民生活センターが
実施する研修等へ
相談員の派遣を行
う。
・年10回程度、弁
護士を交えた相談
等を実施すること
により、専門性の
高い相談にも対応
できるよう、相談
員のスキルアップ
を図る。

・女性を対象とし
た検診と胃がん検
診は申込開始日が
異なるため、双方
を同時に受診する
場合については一
度に申込できるよ
う検討する。

①広報紙や市ホームペー
ジを通し、多発する手口
等の消費生活に係る注意
喚起の情報を掲載するこ
とに併せ、相談先となる
消費生活センターを周知
した。また、11月の「い
わくら市民ふれ愛まつ
り」内の消費生活フェア
で消費生活センターを周
知するクリアファイルの
配布を行った。
②若年者向けの対策とし
ては、小学6年生と中学3
年生の全児童生徒、ま
た、新成人のつどいの参
加者を対象に、注意喚起
及び消費生活センターを
周知するため、クリア
ファイルとチラシを作成
し、配布した。また、成
年年齢の引き下げに伴う
若年者被害の未然防止の
ため、消費生活相談員に
よる高校生向け消費者教
育講座の開催に向けて、
先進的な取組を行う名古
屋市消費生活センターを
視察した。
③相談員を国民生活セン
ターが開催する研修等へ
派遣した。
④県や弁護士につないだ
相談者に対し、相談員を
通じて結果の報告を依頼
した。
⑤年10回弁護士を交えた
相談を実施した。

①②様々な機会を利用
し、消費生活センター
を周知したことで、市
民が、必要時には消費
生活センターを活用で
きるようになり、市民
生活の安心に寄与する
ことができた。
②先進事例を学ぶこと
で、令和2年度に計画す
る高校生向け消費者教
育講座の準備を進める
ことができた。
③相談員の研修や弁護
士同席による相談、ま
たその相談記録を相談
員間で情報共有するこ
とで、相談員のスキル
アップが図られ、相談
体制の充実につながっ
た。
・市民から112件の相談
があった。

・引き続き、消費生活
センターの周知を図
る。
・相談員の資質向上を
図るため、国民生活セ
ンターが実施する研修
等へ相談員の派遣を行
う。
・年6回程度、弁護士を
交えた相談等を実施す
ることにより、専門性
の高い相談にも対応で
きるよう、相談員のス
キルアップを図る。
・岩倉総合高校で高校
生向け消費者教育講座
を開催し、注意喚起及
び消費生活センターの
周知を図る。

①乳がん検診（エ
コー）の申込開始月は
４月から、胃がん検診
の申込開始月は５月か
らとなっていたとこ
ろ、乳がん検診（エ
コー）との同日受診者
に限り、申込開始月前
でも胃がん検診の申込
をできるようにした。

①乳がん検診（エ
コー）と胃がん検診の
同日実施日において、
乳がん検診（エコー）
を受診した51人中28人
が胃がん検診を受診し
ており、受診者の利便
を図ることができた。

・新型コロナウイルス
に感染する危険性を軽
減する申込方法を検討
する。
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H30 R1 R2

年度目標
行政改革推進本部会議にお

ける指示事項
行政経営プラン推進委員会

からの意見
取組内容所管課 効果見込取組業務№

行政経営プ
ランの位置

づけ
令和元年度の計画

令和元年度の実績
（実施内容）

令和元年度の実施効果 令和２年度の計画 行政経営プラン推進委員会委員からの意見

準備 準備・
実施

実施

検討

⑶
質
の
高
い
行
政
経
営
の
推
進

・給食の残飯率を始
めとした給食の評価
のための指標を活用
できないか研究する
こと。

51

⑷
情
報
化
へ
の
取
組
と
市
民
と
の
行
政
情
報
の
共
有

90.0% 91.0%

・給食の残飯率等を
把握し、給食の評価
のための指標として
活用することを検討
してほしい。

　スマートフォンの普及率が
年々高まっている中、市民が
ごみの分別をより簡単に調べ
ることができ、ごみ収集日や
分別収集日のお知らせ、多言
語対応も可能な「ごみ分別ア
プリ」を導入するもの。

　令和元年8月の給食調理及
び配送等業務委託の更新に伴
い、新たに配膳業務を民間に
委託する。

　給食調理及び配送業務だけ
でなく、配膳業務も民間に委
託することにより、調理から
配膳まで給食に関する衛生管
理が同じ水準で一貫して行う
ことができる。

準備・
実施

①
情
報
化
に
よ
る
市
民
サ
ー

ビ
ス
の
向
上

ごみ分別ア
プリの導入

環境保全課

50

②
民
間
活
力
の
積
極
的
活
用 学校給食の

配膳業務に
おける民間
活力の活用

実施　ごみ分別アプリの導入によ
り、市民の分別意識が高くな
り、ごみの出し忘れを少なく
することができる。多言語対
応にすることで外国人のごみ
出しルールに対する理解が深
まる。

・広報紙、ホーム
ページ、窓口での
チラシ配布等によ
り市民への周知啓
発を行い、7月から
運用を開始する。
開始後は、市民の
利用状況等を検証
し、改善等に努め
る。

学校教育課

　大規模災害の発生による家
屋の倒壊や損傷を極力抑え、
人命を守るとともに、家屋倒
壊等による道路封鎖を削減
し、円滑な救助活動にもつな
がる。
　
目標：令和2年度耐震化率
91.0%

平成30年度　耐震化率
88.1％（木造：77.8％・非木
造：96.6％）

　住宅の耐震化の必要性や補
助制度等の周知・啓発によ
り、耐震化を促進し、耐震化
率の向上に取り組む。

52

⑶
質
の
高
い
行
政
経
営
の
推
進

①
市
民
サ
ー

ビ
ス
の
充
実

民間住宅の
耐震化の促
進

都市整備課

・ホームページ、
広報紙にて周知・
啓発を行うととも
に、重点地区を決
め戸別訪問を実施
し、普及啓発に取
り組む。

・交渉権者と契約
内容について協議
し、契約を締結す
る。令和元年8月か
らは、調理から配
膳まで給食に関す
る衛生管理を同じ
水準で一貫して行
う。

①交渉権者と契約内容
について協議し、5月に
契約を締結した。8月か
らは従来の給食調理及
び配送業務に加え、配
膳業務を委託した。
②給食の献立作成委員
会等での意見や、子ど
もの様子と併せて残食
量を分析することによ
り、当該献立における
児童生徒の好みが推測
できるため、それをど
う活用できるか研究し
た。

①調理から配膳まで給
食に関する衛生管理を
同じ水準で一貫して行
うことができた。
②給食は児童生徒の食
べ慣れていない味付け
や食材も、栄養や食育
の観点から提供してい
る。残食の多さによ
り、食べ慣れていない
ものが分かるので、味
付けや食材の大きさを
変えるなど、調理方法
の工夫を促す目安にな
ることが分かった。

・引き続き、調理から
配膳まで給食に関する
衛生管理を同じ水準で
一貫して行う。
・残食量や児童生徒の
声を踏まえ、味付けや
調理方法を工夫するこ
とで、献立づくりに反
映させていく。

①令和元年7月から運用
を開始。開始にあたっ
ては、広報紙、ホーム
ページ、チラシ等で市
民周知を行った。利用
状況では、外国語版の
ダウンロードが少な
かったため、岩倉団地
や人材派遣会社に対し
てチラシの配布を行う
とともに、市役所窓口
において、転入外国人
に対してもチラシを配
布した。

①令和2年3月31日現在
のダウンロード数は983
件で、うち英語が14
件、ポルトガル語が26
件となっている。導入
初期には全ダウンロー
ド数の1％程度だった外
国語版の割合も4％に増
加した。

・引き続き、広報紙、
ホームページ、チラシ
の窓口配布及び岩倉団
地・人材派遣会社への
配布等により市民への
周知を図る。また、英
語、ポルトガル語圏以
外の外国語圏の人の増
加傾向に注意しなが
ら、新たな言語の追加
など、分かりやすい周
知方法の導入を検討し
ていく。

①ホームページ、広報
紙に木造住宅無料耐震
診断と住宅耐震改修工
事費等の補助を掲載
し、耐震化率向上に向
け、周知・啓発を行っ
た。
・ふれ愛まつりで耐震
コーナーを設け、木造
住宅無料耐震診断の周
知を行った。
・木造住宅無料耐震診
断の周知のため、重点
地区（中本町）におい
て80件の戸別訪問を実
施した。
・木造住宅無料耐震診
断25件、耐震改修補助
金1件、木造住宅解体工
事費補助金10件を行
い、耐震化に向け支援
を行った。

令和2年3月末時点の耐
震化率89.8％（目標
90.0％に対し、0.2ポイ
ント下回る）

・ホームページ、広報
紙にて周知・啓発を行
うとともに、重点地区
を決め戸別訪問を実施
し、普及啓発に取り組
む。
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H30 R1 R2

年度目標
行政改革推進本部会議にお

ける指示事項
行政経営プラン推進委員会

からの意見
取組内容所管課 効果見込取組業務№

行政経営プ
ランの位置

づけ
令和元年度の計画

令和元年度の実績
（実施内容）

令和元年度の実施効果 令和２年度の計画 行政経営プラン推進委員会委員からの意見

No.28、30、33、42については、平成30年度の中間見直しにより、整理されています。

・岩倉東小学校の1・2
年生に対して水泳指導
支援委託を試行的に実
施した。

・岩倉東小学校の１・
２年生に対し、天候に
左右されず、安全な環
境の下で、複数の指導
員により泳力に合わせ
た指導をすることがで
きた。
委託費用：540円/人×
10単位時間×48人＝
259,200円

（参考）
岩倉東小学校１・２年
生用小プールシート防
水改修費用　6,000,000
円

・岩倉東小学校の全児
童に対して、民間の室
内温水プールを利用し
た水泳授業を実施す
る。

天候に左右されず授業の実施
が可能となるとともに、教職
員に加えて複数の指導者が子
どもたちに関わることで、よ
りきめ細かな指導を行うこと
ができ、泳力の向上が期待で
きる。

▲14,442千円（積算根拠等）
33,500千円（修繕費等）－
19,058千円（委託料）＝
14,442千円
○既設プールを修繕し使用
・防水シート貼替　一式
21,500,000円
・光熱水費等　80万円/年×
15年＝12,000,000円　計
33,500,000円
○民間活力の活用
・水泳指導支援業務　770円/
人×10単位時間×165(全児童
数)×15年間≒19,058千円

岩倉東小学校のプールは、経
年劣化により底・壁面の防水
シートが収縮し、膨れ上がっ
ており、大規模な修繕が必要
となっているが、令和元年度
に１、２年生を対象に試行的
に実施した水泳指導支援委託
での効果が大きかったことに
加え、改修に必要な経費、維
持管理費が削減できるなど総
合的に判断し、民間の屋内温
水プールを活用して水泳授業
を行うもの。
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【新規】
小学校の水
泳授業にお
ける民間活
力の活用

学校教育課

試行実
施

実施 ・「小中学校プールのありかたについ
て」に基づいて事業が進められているこ
とを明記してほしい。
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